
2 0 2 5. 1 22 0 2 5. 1 2
季刊情報誌

泛 華 偉 業 知 識 産 権



幸せなクリスマスと新年のご多幸をお祈り申し上げます。

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとう
ございました。

本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

北京泛華偉業知識産権代理有限公司

2025年12月

中国祝日－2026年

元旦 1月1日（木曜日）から3日（土曜日）までの3連休

春節 2月15日（日曜日）から23日（月曜日）までの9連休

清明節 4月4日（土曜日）から6日（月曜日）の3連休

労働節 5月1日（金曜日）から5日（火曜日）までの5連休

端午節 6月19日（金曜日）から21日（日曜日）までの3連休

中秋節 9月25日（金曜日）から27日（日曜日）までの3連休

国慶節 10月1日（木曜日）から7日（水曜日）までの7連休



 2026年より中国における特許電子文書はXML

形式での提出が必須化

 新たに改正された『中国専利審査指南』、

2026年1月1日より施行

 中国国家知識産権局の新たな商標オンライン

出願システムが稼働開始

 『中国商標法』改正が間近

 『2025年版グローバル・イノベーション・インデック

ス』で中国が初めて世界トップ10入り

 中国商標形式審査基準を強化

 2026年の中国本土・香港・マカオ・台湾の祝日

 Panawellは2025年FICPI世界大会に参加
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2 0 2 6 年 よ り 中 国 に お け る
特 許 電 子 文 書 は X M L 形 式
で の 提 出 が 必 須 化

国 家 知 識 産 権 局 は 2025 年 11 月 12 日 、 「 拡

張 可 能 な マ ー ク ア ッ プ 言 語 （ XML ） 形 式 に よ る

特 許 電 子 文 書 の 提 出 の 全 面 的 実 施 に 関 す る

通知」 を発表し、以下の点を明確にした。2026

年 1 月 1 日 （ 当 日 を 含 む ） 以 降 、 電 子 形 式 で 特

許 出 願 、 復 審 請 求 、 無 効 審 判 請 求 お よ び 関 連

手 続 き を 行 う 場 合 は 、 XML 形 式 で 特 許 電 子 文

書 を 提 出 し な け れ ば な ら ず 、 国 家 知 識 産 権 局

は XML 形 式 以 外 の 特 許 電 子 文 書 を 受 け 付 け

なくなる。

ヌ ク レ オ チ ド ま た は ア ミ ノ 酸 配 列 表 に 関 し て

WIPO 標 準 ST . 2 6 が 適 用 さ れ る 場 合 を 除 き 、

XML 形 式 の 文 書 は す べ て 国 家 知 識 産 権 局 が

発 表 し た デ ー タ 標 準 に 適 合 し な け れ ば な ら な

い 。 特 許 電 子 文 書 の デ ー タ 標 準 規 範 、 XML 形

式 変 換 ツ ー ル お よ び ユ ー ザ ー 操 作 マ ニ ュ ア ル

は 、 特 許 業 務 処 理 シ ス テ ム

（ h t t p : / / c po n l i n e . c n i p a . g o v . c n ） の 「 ツ ー ル

のダウンロード」から入手可能である。

ま た 、 本 通 知 で は 、 当 事 者 お よ び 特 許 代 理

機 関 は XML 形 式 の 文 書 の 提 出 要 件 に 従 い 、

品 質 管 理 を 徹 底 し 、 文 書 確 認 義 務 を 真 摯 に 履

行 し 、 提 出 す る XML 形 式 の 文 書 が 正 確 か つ 完

全 で あ る こ と を 確 保 し な け れ ば な ら な い と 述 べ

ら れ て い る 。 XML 形 式 変 換 に よ り フ ァ イ ル エ ラ

ー が 生 じ た 場 合 、 十 分 な 証 拠 を 提 供 で き る 場

合に限り、救済措置が認められる。

出 典 ： 国 家 知 識 産 権 局

新 た に 改 正 さ れ た 『 中 国 専
利 審 査 指 南 』 、 2 0 2 6 年 1 月
1 日 よ り 施 行

2 025 年 11 月 10 日 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局 は

『 「 専 利 審 査 指 南 」 の 改 正 に 関 す る 決 定 （ 局 令

第 8 4 号 ） 』 を 公 布 し た 。 改 正 後 の 『 専 利 審 査 指

南』は2026年1月1日より施行される。

今 回 の 改 正 は 、 『 専 利 審 査 指 南 』 の 5 つ の 「 部

分 」 の 計 23 章 に 及 び 、 具 体 的 に は 以 下 の 内 容

を含む。

一 . 第 一 部 分 第 一 章 第 4 . 1 . 2 節 「 発 明 者 」 の 改

正 に つ い て

（ 一 ） 第 1 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ： 『 専 利 法 実

施 細 則 』 第 14 条 の 規 定 に よ り 、 発 明 者 と は 発

明 創 造 の 実 質 的 特 徴 に 対 し て 創 造 的 貢 献 を し

た 者 を 指 す 。 虚 偽 の 発 明 者 を 記 載 し て は な ら

な い 。 専 利 審 査 手 続 き に お い て 、 審 査 官 は 通

常 、 請 求 書 に 記 載 さ れ た 発 明 者 が 当 該 規 定 に

適 合 す る か 否 か に つ い て 審 査 を 行 わ な い が 、

請 求 書 に 記 載 さ れ た 発 明 者 が 当 該 規 定 に 適

合 し な い こ と を 示 す 証 拠 が あ る 場 合 は こ の 限

りではない。

（ 二 ） 第 2 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ： 発 明 者 は 個

人 （ す な わ ち 自 然 人 ） で な け れ ば な ら ず 、 請 求

書 に は す べ て の 発 明 者 の 身 元 情 報 を 記 載 し 、

そ の 情 報 の 真 実 性 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

請 求 書 に は 団 体 ま た は 集 団 、 お よ び 人 工 知 能

の 名 称 を 記 載 し て は な ら な い 。 例 え ば 、 「 〇 〇

研 究 グ ル ー プ 」 ま た は 「 人 工 知 能 〇 〇 」 な ど と

記載してはならない。

二 . 第 一 部 分 第 一 章 第 4 . 1 . 6 節 「 専 利 代 理 機 関 、

専 利 代理人」の改正につい て
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（ 一 ） 規 定 を 新 規 追 加 ： 専 利 代 理 機 関 は 、 請

求書に記載された出願人の身元情報と連絡先

を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 『 ガ イ ド ラ イ

ン 』 に 基 づ き 、 許 諾 の 両 方 の 当 事 者 は 、 商 標

使 用 許 諾 契 約 に 、 商 標 の 基 本 情 報 、 商 品 ま た

は サ ー ビ ス の 項 目 情 報 、 許 諾 の 使 用 形 態 、 許

諾 期 間 、 許 諾 の 種 類 お よ び 制 限 、 商 品 の 品 質

保 証 、 違 約 責 任 、 そ の 他 の 事 項 に つ い て 明 確

に合意することができる。

（ 二）『専利 代理条 例』の 規定を新 規引用：専

利 代理機 関と専利 代理人 は、自己の 名義で専

利 を 出 願 し た り 、 専 利 権 の 無 効 宣 告 を 請 求 し

たりしてはならない。

三 . 第 一 部 分 第 一 章 第 6 . 2 節 「 優 先 権 の 主 張 」

の 改 正に つ い て

規 定 を 新 規 追 加 ： 分 割 出 願 の 親 出 願 で 優 先

権 を 主 張 し て い た が 、 出 願 人 が 分 割 出 願 時 に

請 求 書 で 当 該 優 先 権 の 主 張 を 宣 言 し な か っ た

場 合 、 分 割 出 願 は 当 該 優 先 権 を 主 張 し て い な

い も の と み な さ れ 、 審 査 官 は 「 優 先 権 未 主 張

通知書」を発行しなければならない。

四 . 第 二 部 分 第 三 章 第 6 節 「 同 一 の 発 明 創 造

に対 する処理」第6 . 2 . 2小節の改正につい て

最 後 の 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ： 同 一 の 出 願

人 が 同 日 （ 出 願 日 の み を 指 す ） に 同 一 の 発 明

創造について実用新案権と発明専利の両方を

出 願 し た 場 合 、 『 専 利 法 実 施 細 則 』 第 47 条 の

規 定 に 基 づ き 、 出 願 時 に 同 一 の 発 明 創 造 に つ

い て す で に 別 の 専 利 を 出 願 し て い る 旨 を そ れ

ぞれ 説明しな ければならない。 説明しなかった

場 合 、 『 専 利 法 』 第 9 条 第 1 項 の 規 定 （ 同 一 の

発 明 創造 に対 して 一つの 専 利権 のみを 付与で

きる）に従って処理する。説明を行った場合、

発 明 専 利 出 願 の 審 査 に お い て 拒 絶 理 由 が 認

め ら れ な い と き は 、 出 願 人 に 対 し 所 定 の 期 間

内 に 実 用 新 案 権 を 放 棄 す る 旨 の 声 明 を 行 う よ

う 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 出 願 人 が 放 棄 を

声 明 し た 場 合 、 発 明 専 利 権 を 付 与 す る 決 定 を

行 い 、 発 明 専 利 権 の 付 与 を 公 告 す る 際 に 出 願

人の実用新案権放棄声明を併せて公告しなけ

れ ば な ら な い 。 出 願 人 が 放 棄 に 同 意 し な い 場

合 、 当 該 発 明 専 利 出 願 を 拒 絶 し な け れ ば な ら

な い 。 出 願 人 が 期 限 ま で に 回 答 し な か っ た 場

合 、 当 該 発 明 専 利 出 願 を 取 り 下 げ た も の と み

な す 。 出 願 人 が す で に 付 与 さ れ た 実 用 新 案 権

を放棄 する場 合、審査意見 通知書への 回答時

に 実 用 新 案 権 放 棄 の 書 面 に よ る 声 明 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。 そ の 際 、 権 利 付 与 条 件 を

満 た し 、 ま だ 権 利 付 与 が さ れ て い な い 発 明 専

利 出 願 に 対 し て は 、 権 利 付 与 通 知 書 を 発 行 す

る と と も に 、 上 記 の 実 用 新 案 権 放 棄 の 書 面 に

よ る 声 明 を 関 連 審 査 部 門 に 転 送 し 、 専 利 局 が

登 録 お よ び 公 告 を 行 い 、 公 告 に は 、 上 記 の 実

用 新 案 権 が 発 明 専 利 権 の 付 与 公 告 の 日 を

もって消滅する旨を明記する。

五 . 第 二 部 分 第 四 章 「 創 造 性 （ 進 歩 性 ） 」 第 6 . 4

節 の 改 正 に つ い て

次 の よ う に 改 正 ： 発 明 が 創 造 性 を 有 す る か

否 か は 、 保 護 を 求 め る 発 明 に 対 し て 判 断 さ れ

る も の で あ る た め 、 発 明 の 創 造 性 の 評 価 は 、

特 許 請 求 の 範 囲 で 限 定 さ れ た 技 術 的 解 決 手

段 に 対 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 創 造 性 を

判 断 す る 際 に は 、 特 定 の 技 術 的 特 徴 が 創 造

性 を 有 す る か 否 か を 評 価 す る の で は な く 、 特

許 請 求 の 範 囲 で 限 定 さ れ た 技 術 的 解 決 手 段

全 体 を 評 価 対 象 と し 、 す な わ ち 技 術 的 解 決 手

段全体が創造性を有するか否かを評価しなけ
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ればならない。

発 明 が 先 行 技 術 に 対 し て 貢 献 す る 技 術 的 特

徴 、 例 え ば 発 明 に 予 期 せ ぬ 技 術 的 効 果 を も た

ら す 技 術 的特 徴 や 、 発明 が 技 術 的偏 見を 克 服

す る こ と を 反 映 す る 特 徴 は 、 特 許 請 求 の 範 囲

に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 そ う で な け れ ば 、

た と え 明 細書 に 記 載 され た と して も、 発 明 の 創

造 性 を 評 価 す る 際 に は 考 慮 し な い 。 技 術 的 課

題 の 解 決 に 貢 献 し な い 特 徴 は 、 た と え 特 許 請

求 の範囲に記 載され たとしても、通常、 技術的

解 決 手 段 の 創 造 性 に 影 響 を 与 え る こ と は な い 。

【 例 】 カ メ ラ に 関 す る あ る 発 明 に お い て 、 発

明が解決しようと する技 術的課題は、より柔軟

な シ ャ ッ タ ー 制 御 を い か に 実 現 す る か で あ り 、

こ の 技 術 的 課 題 は 、 カ メ ラ 内 部 の 関 連 機 械 ・

回路構造を改良するこ とによって解決されたも

の で ある 。審 査 官が 特許 請 求の 範囲 に創 造性

が な い と 指 摘 し た 後 、 出 願 人 は 特 許 請 求 の 範

囲 に 、 カ メ ラ 筐 体 の 形 状 、 デ ィ ス プ レ イ の サ イ

ズ 、 バ ッ テ リ ー 収 納 部 の 位 置 な ど の 特 徴 を 追

加 し た 。 明 細 書 に は 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 新 た

に 追 加 さ れ た 特 徴 が 前 述 の 技 術 的 課 題 の 解

決と何らかの関 連性があることを説明しておら

ず 、 こ れ ら の 追 加 さ れ た 特 徴 は 、 特 許 請 求 の

範 囲 の 主 題 自 体 が 暗 黙 的 に 有 す る 一 般 的 な

構成部分であるか、当業者が通常の技術知識

と 一 般 的 な 実 験 手 段 に 基 づ い て 得 ら れ る も の

で あ り 、 出 願 人 は こ れ ら の 技 術 的 特 徴 が 保 護

を 求 め る 技 術 的 解 決 手 段 に 何 ら か の さ ら な る

技 術 的 効 果 を も た ら す こ と を 証 明 す る 証 拠 ま

た は十分な理由を提供していない。したがって、

上 記 の 技 術 的 特 徴 は 、 前 述 の 技 術 的 課 題 の

解 決 に 貢 献せ ず 、 保 護を 求める 技術 的 解 決 手

段に創造性をもたらすことはない。

六 . 第 二 部分 第九章 第6節「 アル ゴ リ ズ ム的 特

徴 ま た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・ 方 法 的 特 徴 を 含 む

発 明 専 利 出 願 の 審 査 に 関 す る 規 定 （ 元 の タ イ

ト ル ） 」 の改 正 に つ い て

( 一 ） 本 節 の タ イ ト ル を 次 の よ う に 改 正 ： 人 工

知 能 、 ビ ッ グ デ ー タ な ど ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 ま

た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・ 方 法 的 特 徴 を 含 む 発 明

専利出願の審査に関する規定。

（ 二 ） 第 6 . 1 節 を 次 の よ う に 改 正 ： 審 査 は 、 保

護 を 求 め る 解 決 手 段 、 す な わ ち 特 許 請 求 の 範

囲 で 限 定 さ れ た 解 決 手 段 を 対 象 に 、 必 要 に 応

じ て 明 細 書 の 内 容 を 対 象 に 行 わ な け れ ば な ら

ない。審査においては、技術的特徴とアルゴリ

ズ ム 的 特 徴 ま た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・ 方 法 的 特

徴 な ど を 単 純 に 分 断 し て は な ら ず 、 特 許 請 求

の 範 囲 に 記 載 さ れ た す べ て の 内 容 を 全 体 と し

て、 その中に含まれ る技 術的手段、解 決しよう

と す る 技 術 的 課 題 お よ び 得 ら れ る 技 術 的 効 果

を分析しなければならない。

（ 三 ） 第 6 . 1 . 1 節 「 『 専 利 法 』 第 5 条 第 1 項 に 基

づ く 審 査 」 を 新 規 追 加 ： ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 ま

た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・ 方 法 的 特 徴 を 含 む 発 明

専 利 出 願 に お い て 、 そ の 中 の デ ー タ 収 集 、 タ

グ 管 理 、 ル ー ル 設 定 、 推 薦 決 定 な ど が 法 律 、

公 衆 道 徳 に 反 し 、 ま た は 公 共 の 利 益 を 害 す る

内 容 を 含 む 場 合 、 『 専 利 法 』 第 5 条 第 1 項 の 規

定に基づき、専利権を付与してはならない。

（ 四 ） 第 6 . 2 節 に 「 ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 ま た は

ビ ジ ネ ス ル ー ル ・ 方 法 的 特 徴 を 含 む 発 明 専 利

出 願 が 、 法 律 、 公 衆 道 徳 に 反 し 、 ま た は 公 共

の 利 益 を 害 す る 場 合 、 専 利 権 を 付 与 し て は な

らない」との規定を新規追加し、当該規 定が適

用さ れる状況を説 明 するため、2つの 事例を追

加した。
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（ 五 ） 第 6 . 3 . 1 節 第 1 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ：

ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 ま た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・

方 法 的 特 徴 を 含 む 発 明 専 利 出 願 の 明 細 書 は 、

発 明 が そ の 技 術 的 課 題 を 解 決 す る た め に 採

用 し た 解 決 手 段 を 明 確 か つ 完 全 に 記 載 し な け

れ ば な ら な い 。 前 述 の 解 決 手 段 は 、 技 術 的 特

徴 を 含 む こ と を 基 礎 と し 、 さ ら に 技 術 的 特 徴 と

機 能 的 に 相 互 に 支 持 し 、 相 互 作 用 関 係 に あ る

ア ル ゴ リ ズ ム 的 特 徴 ま た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・

方 法 的 特 徴 を 含 み 得 る 。 人 工 知 能 モ デ ル の 構

築 ま た は 学 習 に 関 わ る 場 合 、 通 常 、 明 細 書 に

モ デ ル に 必 要 な モ ジ ュ ー ル 、 階 層 ま た は 接 続

関 係 、 学 習 に 必 要 な 具 体 的 手 順 、 パ ラ メ ー タ

な ど を 明 確 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 特 定

分 野 ま た は シ ナ リ オ に お け る 人 工 知 能 モ デ ル

ま た は ア ル ゴ リ ズ ム の 応 用 に 関 わ る 場 合 、 通

常 、 明 細 書 に モ デ ル ま た は ア ル ゴ リ ズ ム が い

か に 特 定 分 野 ま た は シ ナ リ オ と 連 携 す る か 、

ア ル ゴ リ ズ ム ま た は モ デ ル の 入 力 ・ 出 力 デ ー

タ が 内 在 的 な 関 連 性 を示 す た め に い か に 設 定

さ れ る か な ど を 明 確 に 記 載 し 、 こ れ に よ り 、 当

業者が明細書に記載された内容に基づいて当

該 発 明 の 解 決 手 段 を 実 現 で き る よ う に し な け

ればならない。

七 . 第 二 部 分 第 九 章 第 7 節 「 ビ ッ ト ス ト リ ー ム を

含 む 発 明 専 利 出 願 の 審 査 に 関 す る 規 定 」 の 新

設 に つ い て

この新たな節の内容は以下の通りである。

ス ト リ ー ミ ン グ メ デ ィ ア 、 通 信 シ ス テ ム 、 コ ン

ピュータシステムなどの応用分野において、各

種 の デ ー タ は 一 般 的 にビ ッ ト ス ト リ ー ム の 形 式

で生成、保存、伝送などが 行われ る。本節は、

『 専 利 法 』 お よ び そ の 実 施 細 則 の 規 定 に 基 づ

き、ビットストリームを含む発明専利出願の保

対 象 の 審 査 、 明 細 書 お よ び 特 許 請 求 の 範 囲

の 作 成 に つ い て 具 体 的 な 規 定 を 設 け る こ と を

目的とする。

7 . 1 保護対象の審査

7 .1 . 1 『 専 利 法 』 第 25 条 第 1 項 第 2 号 に 基 づ く

審査

あ る 特 許 請 求 の 範 囲 の 主 題 が 単 な る ビ ッ ト

ス ト リ ー ム に の み 関 わ る 場 合 、 当 該 特 許 請 求

の 範 囲 は 『 専 利 法 』 第 25 条 第 1 項 第2 号 に 規 定

さ れ る 知 的 活 動 の 規 則 お よ び 方 法 に 該 当 し 、

専 利 保 護 の 対 象 と は な ら な い 。 例 え ば 、 「 ビ ッ

トス トリ ームであり、 その特 徴は、構文 要素 A、

構 文 要 素 B 、 …… を 含 む こ と で あ る 」 と い う も

の。

あ る 特 許 請 求 の 範 囲 が 、 そ の 主 題 名 称 を 除

き 、 そ れ を 限 定 す る す べ て の 内 容 が 単 な る

ビ ッ ト ス ト リ ー ム に の み 関 わ る 場 合 、 当 該 特 許

請 求 の 範 囲 は 『 専 利 法 』 第 2 5 条 第 1 項 第 2 号 に

規 定される知 的活動の規則 お よび方法に該 当

し 、 専 利 保 護 の 対 象 と は な ら な い 。 例 え ば 、

「 ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 生 成 す る 方 法 で あ り 、 そ の

特 徴 は 、 当 該 ビ ッ ト ス ト リ ー ム が 構 文 要 素 A 、

構 文 要 素 B 、 …… を 含 む こ と で あ る 」 と い う も

の。

7 . 1 . 2 『 専利法』第2条第2項に基づく審査

デ ジ タ ル ビ デ オ 符 号 化 ・ 復 号 の 技 術 分 野 に

お い て 、 通 常 、 ビ デ オ デ ー タ は ビ デ オ 符 号 化

方 法 を 通 じ て ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 生 成 し 、 ビ ッ ト

ス ト リ ー ム は ビ デ オ 復 号 方 法 を 通 じ て ビ デ オ

デ ー タ を 生 成 す る 。 あ る ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 生

成 す る 特 定 の ビ デ オ 符 号 化 方 法 が 『 専 利 法 』

第 2 条 第 2 項 に 規 定 さ れ る 技 術 的 解 決 手 段 に

該当する場合、当該特定のビデオ符号化方法7
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に よ っ て 限 定 さ れ る 、 当 該 ビ ッ ト ス ト リ ー ム を

保存または伝送する方法、および当該ビットス

ト リ ー ム を 保 存 す る コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能

な 記 録 媒 体 は 、 保 存 ま た は 伝 送 リ ソ ー ス の 最

適 な 配 置 な ど を 実 現 し 得 る た め 、 当 該 特 定 の

ビ デ オ 符 号 化 方 法 に よ っ て 限 定 さ れ る 保 存 ま

た は 伝 送 の 方 法 お よ び コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り

可 能 な 記 録 媒 体 は 、 『 専 利 法 』 第 2 条 第 2 項 に

規 定 さ れ る 技 術 的 解 決 手 段 に 該 当 し 、 専 利 保

護の対象となる。

7 . 2 明細書および特許請求の範囲の作成

7 . 2 . 1 明細書の作成

特 定 の ビ デ オ 符 号 化 方 法 に よ っ て 生 成 さ れ

たビットストリームを含む発明専利出願の明細

書 に お い て 、 当 該 特 定 の ビ デ オ 符 号 化 方 法 に

つ い て 明 確 か つ 完 全 に 説 明 し 、 当 業 者 が 実 現

できる程度 としなければならない。保護主題が

当 該 ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 保 存 ま た は 伝 送 す る 方

法 、 お よ び 当 該 ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 保 存 す る コ

ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 に 関 わ る

場 合 、 明 細 書 に お い て 、 さ ら に 特 許 請 求 の 範

囲 を 支 持 す る 対 応 す る 説 明 を 行 わ な け れ ば な

らない。

7 . 2 . 2 特許請求の範囲の作成

特 定 の ビ デ オ 符 号 化 方 法 に よ っ て 生 成 さ れ

た ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 含む 発 明 専 利出 願 に つ い

て は 、 保 存 方 法 、 伝 送 方 法 お よ び コ ン ピ ュ ー タ

読 み 取 り 可 能 な 記 録 媒 体 に 関 す る 特 許 請 求

の 範 囲 と し て 作 成 す る こ と が で き る 。 こ の 種 の

特 許 請 求 の 範 囲 は 、 一 般 的 に 、 当 該 ビ ッ ト ス ト

リ ー ム を 生 成 す る 特 定 の ビ デ オ 符 号 化 方 法 の

特 許 請 求 の 範 囲 を 基 礎 と し 、 当 該 特 定 の ビ デ

オ 符 号 化 方 法 の 特 許 請 求 の 範 囲 を 引 用 す る

方 法 、 ま たは 当 該 特 定 の ビ デ オ 符 号 化 方 法 の

すべての特徴を含む方法によって作成しなけ

ればならない。

八 . 第 二 部 分 第 一 章 「 専 利 権 を 付 与 し な い 出

願 」 第 4 . 4 節 「 動 物 と 植 物 の 品 種 」 の 改 正 に つ

い て

第 1 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ： 動 物 と 植 物 は 生

命 の あ る 物 体 で あ る 。 『 専 利 法 』 第 25 条 第 1 項

第 4 号 の 規 定 に 基 づ き 、 動 物 と 植 物 の 品 種 に

は 専 利 権 を 付 与 す る こ と が で き な い 。 『 専 利

法 』 で い う 動 物 に は 人 は 含 ま れ ず 、 前 述 の 動

物 と は 、 自 ら 合 成 で き ず 、 自 然 界 の 炭 水 化 物

お よ び タ ン パ ク 質 を 摂 取 す る こ と に よ っ て の み

生 命 を 維 持 す る 生 物 を 指 す 。 『 専 利 法 』 で い う

植 物 の 品 種 と は 、 人 為 的 な 選 抜 育 種 ま た は 発

見 を 経 て 改 良 さ れ 、 形 態 的 特 徴 と 生 物 学 的 特

性 が 一 致 し 、 遺 伝 的 形 質 が 比 較 的 安 定 し て い

る 植 物 集 団 を 指 す 。 動 物 と 植 物 の 品 種 は 、

『 専 利 法』 以外 の 他 の 法令 に よって 保 護 す る こ

とができ、例えば、植物の新品種は『植物新品

種 保 護 条 例 』 に よ っ て 保 護 を 与 え る こ と が で き

る。

九 . 第 二 部 分 第 十 章 第 9 節 「 バ イ オ テ ク ノ ロ

ジ ー 分 野 に お け る 発 明 専 利 出 願 の 審 査 」 の 改

正 に つ い て

（ 一 ） 第 2 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ： 用 語 「 動

物」 の定義については、本部分第一章第4 .4節

の 規 定 を 適 用 す る 。 用 語 「 植 物 」 と は 、 光 合 成

に よ り 、 水 、 二 酸 化 炭 素 お よ び 無 機 塩 な ど の

無 機 物 か ら 炭 水 化 物 、 タ ン パ ク 質 を 合 成 し て

生 存を維持し、通 常移動しな い 生物を指 す。こ

こ で い う 動 物 と 植 物 は 動 物 と 植 物 の 各 分 類 単

位 、 例 え ば 界 、 門 、 綱 、 目 、 科 、 属 、 種 な ど で

あってもよい。
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（ 二 ） 第 9 . 1 . 2 . 3 節 の 最 後 の 2 段 落 を 次 の よ う

に 改 正 ： 自 然 界 か ら 発 見 さ れ 、 技 術 的 に 処 理

さ れ て い な い 、 天 然 に 存 在 す る 野 生 植 物 は 、

『 専 利 法 』 第 25 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 さ れ る 科

学 的 発 見 に 該 当 し 、 専 利 権 を 付 与 す る こ と が

で き な い 。 た だ し 、 野 生 植 物 が 人 為 的 な 選 抜

育 種 ま た は 改 良 を 経て、 産 業 上 の 利 用 価 値 が

あ る 場 合 、 当 該 植 物 自 体 は 科 学 的 発 見 の 範

囲 に は 属 さ な い 。 本 部 分 第 一 章 第 4 .4 節 に 述

べ る「植物の 品種」の定 義に基 づき 、 人為的な

選 抜 育 種ま た は 発 見され た 野 生 植物 に改 良を

加 え て 得 ら れ た 植 物 お よ び そ の 繁 殖 材 料 が 、

そ の 集 団 に お い て 一 致 し た 形 態 的 特 徴 と 生 物

学的 特性または比較的 安定した遺伝的形質を

有 し な い 場 合 、 そ れ は 「 植 物 の 品 種 」 と は 認 め

ら れ な い た め 、 『 専 利 法 』 第 2 5 条 第 1 項 第 4 号

に規定される範囲には属さない。

（ 三 ） 第 9 . 1 . 2 . 4 節 を 次 の よ う に 改 正 ： 遺 伝 子

組 み 換 え 動物 ま た は 植物 は 、 遺 伝子 工 学 に お

け る 組 換 え DNA 技 術 な ど の 生 物 学 的 方 法 に

よ っ て 得 ら れ た 動 物 ま た は 植 物 で あ る 。 も し そ

れ 自 体 が 依 然 と し て 本 部 分 第 一 章 第 4 .4 節 で

定 義 さ れ る 「 動 物 の 品 種 」 ま た は 「 植 物 の 品

種 」 の 範 囲 に 属 す る 場 合 、 『 専 利 法 』 第 2 5 条 第

1 項 第 4 号 の 規 定 に 基 づ き 、 専 利 権 を 付 与 す る

ことができない。

十 . 第 三 部 分 第 一 章 「 中 国 国 内 段 階 に 移 行 し

た 国 際 出 願 の 予 備 審 査 と 事 務 処 理 」 第

5 . 2 . 3 . 2 節の改正に つ い て

「 後 の 出 願 の 出 願 人 が 、 先 の 出 願 の 出 願 人

か ら の 譲 渡、 贈 与 や 他の 方 式 の 権利 移 転 に よ

り 優 先 権 を 享 有 す る 場 合 」 に つ い て は 、 出 願

人 が 国 際 段 階 に お い て す で に 要 件 を 満 た し た

優 先 権 享 有 の 声 明 を 行 っ て い る こ と を 除 き 、

出願人は対応する証明書類を提出しなければ

な ら な い 。 証 明 書 類 は 、 先 の 出 願 の 全 出 願 人

に よ る 署 名 ま た は 捺 印 が な さ れ た も の で な け

ればならない。

十 一 . 第 三 部 分 第 一 章 第 7 . 3 節 「 そ の 他 の 特 別

費 用 」 の改正に つ い て

「 ヌ ク レ オ チ ド お よ び / ま た は ア ミ ノ 酸 配 列 表

が 明 細 書 の 独 立 し た 部 分 と し て 4 00 ペ ー ジ を

超 え る 場 合 、 当 該 配 列 表 は 40 0 ペ ー ジ と し て

計算する」という規定を削除した。

十 二 . 第 五 部 分 第 二 章 「 専 利 費 用 」 第 1 節 の 改

正 に つ い て

「 出 願 附 加 費 」 に つ い て 規 定 を 新 規 追 加 ： 規

定 の 形 式 で 提 出 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ 読 み 取 り

可 能 形 式 の 配 列 表 に つ い て は 、 ペ ー ジ 数 を 計

算しない。

十 三 . 第 四 部 分 「 復 審 と 無 効 審 判 請 求 の 審 査 」

第 一 章第6 . 2 節「 審決の構成」の改正につい て

（ 一 ） 「 審 決 は …… を 含 む 」 を 「 審 決 は 通 常

……を含む」に改正した

（ 二 ） 「 拒 絶 査 定 の 取 り 消 し に 関 す る 復 審 決

定 に つ い て は 、 事 件 名 を 簡 略 化 ま た は 省 略 す

ることができる」という記述を削除した。

十四 . 第四部分第三章「無効審判請求の審査」

第 2 . 1 節「 一事不再理の原則」の改正につい て

第 1 段 落 を 次 の よ う に 改 正 ： す で に 審 決 が な

さ れ た 無 効 審 判 事 件 に関 わ る 専 利 権 に つ い て 、

同一または実質的に同一の理由および証拠を

も っ て 無 効 審 判 を 再 度 請 求 し た 場 合 、 受 理 お

よび審理を行わない。
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十 五 . 第 四 部 分 第 三 章 第 3 . 2 節 「 無 効 審 判 請 求

人 の 資格」の改正につい て

「 無 効 審 判 請 求 を 受 理 し な い 場 合 」 に 、 第 2

号を新規追加：無効審判請求が請求人の真意

に基づく意思表示でない場合。

十 六 . 第 四 部 分 第 三 章 第 3 . 3 節 「 無 効 審 判 請 求

の 範 囲および理由と 証拠」の改正につい て

第 3 号 を 次 の よ う に 改 正 ： 復 審 お よ び 無 効 審

理 部 が あ る 専 利 権 に つ い て 無 効 審 判 請 求 の

審 決 を 行 っ た 後 、 同 一 ま た は 実 質 的 に 同 一 の

理 由 お よ び 証 拠 を も っ て 無 効 審 判 を 再 度 請 求

し た 場 合 は受 理 しな い。 た だ し、 前述 の 理 由ま

た は 証 拠 が 期 限 な ど の 理 由 に よ り 前 述 の 審 決

で考慮されなかった場合を除く。

十 七 . 第 四 部 分 第 三 章 第 4 . 6 節 「 無 効 審 判 手 続

き に お け る 専利書類の補正」の改正につい て

第 4 .6 . 4 節 「 補 正 文 書 の 提 出 」 を 新 規 追 加 ：

専 利権者が特 許請求の範囲を補正する場 合、

一 括 置 換 が な さ れ た 文 書 と 補 正 対 照 表 を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 専 利 権 者 が 同 一 の 無 効

審 判 請 求 の審 理 手 続 き に お い て 提出 し た 複 数

の 補 正 文 書 が す べ て 本 章 第 4 .6 . 3 節 の 規 定 に

適 合 す る 場 合 、 最 後 に 提 出 さ れ た 補 正 文 書 を

基 準 と し 、 そ の 他 の 補 正 文 書 は 審 査 の 基 礎 と

しない。

十 八 . 第 五 部 分 第 二 章 第 4 . 2 . 1 節 「 当 事 者 が 返

還 を 請 求で きる状況」の改正につい て

（一）以下の状況を追加：

- 専利局 が発明 専利 出願の 実体 審査段 階

移 行 通 知 書 を 発 行 す る 前 に 、 専 利 出 願 が 取 り

下 げ ら れ た も の と み な さ れ 、 分 割 出 願 が 提 出

さ れ な か った も の と み な さ れ 、ま たは 専 利 出 願

取 り 下 げ の 声 明 が 承 認 さ れ た 場 合 、 当 事 者 は

すでに納付した実体審査手数料に対して返還

請求を行うことができる。

- 当 事 者 は 、 専 利 権 が 消 滅 し た 後 、 ま た は

専 利 権 の 全 部 無 効 の 決 定 が 公 告 さ れ た 後 に

納 付 し た 年 間 手 数 料 に 対 し て 返 還 請 求 を 行 う

ことができる。

- 権 利 回 復 請 求 の 審 査 手 続 き が 開 始 さ れ た

後 、 専 利 局 が 権 利 回 復 を 認 め な い 決 定 を し た

場 合 、 当 事 者 は す で に 納 付 し た 権 利 回 復 請 求

手 数 料 お よ び 関 連 費 用 に 対 し て 返還 請 求 を 行

うことができる

（ 二 ） 第 4 . 2 . 1 . 2 節 「 専 利 局 が 主 動 的 に 返 還

する状況」を削除した。

十 九 . 第 五 部 分 第 七 章 第 8 節 「 審 査 の 順 序 」 の

改 正 に つ い て

（ 一 ） 第 8 . 1 節 に 段 落 を 新 規 追 加 ： 出 願 人 は

専 利 出 願 に 対 し 、 必 要 に 応 じ て 優 先 審 査 、 快

速 審 査 ま た は 遅 延 審 査 を 請 求 す る こ と が で き

る。

（ 二 ） 第 8 . 3 節 「 快 速 審 査 」 を 新 規 追 加 ： 国 家

級 知 識産権保 護センターま たは 快速 権利 保護

セ ン タ ー に よ る 予 備 審 査 を 経 て 提 出 さ れ た 専

利 出 願 で 、 快 速 審 査 関 連 規 定 に 適 合 す る も の

は、快速審査を行うことができる。

二 十 . 第 五 部 分 第 八 章 第 1 . 3 . 2 . 6 節 「 専 利 権 存

続 期 間の補償」の改正につい て

以 下 の よ う に 改 正 ： 専 利 権 存 続 期 間 補 償 の

公 表 項 目 に は 、 主 分 類 番 号 、 専 利 番 号 、 出 願

日 、 権 利 付 与 公 告 日 、 原 専 利 権 満 了 消 滅 日 、

現 専 利 権 満 了 消 滅 日 を 含 む 。 医 薬 品 の 専 利

権 存 続 期 間 補 償 の 公 表 項 目 に は 、 主 分 類 番

号 、 専 利 番 号 、 出 願 日 、 権 利 付 与 公 告 日 、 医

薬品名称および承認された適応症、原専利権
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満了消滅日、現専利権満了消滅日を含む。

二 十 一 . 第 五 部 分 第 八 章 第 1 . 3 . 2 . 7 節 「 専 利 実

施 許 諾 契 約 届 出 の 効 力 発 生 、 変 更 お よ び 取 り

消 し 」 の改正につい て

以下のように改正：

専 利 実 施 許 諾 契 約 届 出 の 効 力 発 生 時 の 公

表 項 目 に は 、 主 分 類 番 号 、 専 利 番 号 、 届 出 番

号 、 許 諾 者 、 被 許 諾 者 、 発 明 名 称 、 出 願 日 、

発 明 公 告 日 、 権 利 付 与 公 告 日 、 許 諾 種 類 （ 独

占 、 排 他 、 通 常 ） 、 届 出 日 を 含 む。 専 利 実 施 許

諾 契 約 届 出 変 更 の 公 表 項 目 に は 、 主 分 類 番

号 、 専 利 番 号 、 届 出 番 号 、 変 更 日 、 変 更 項 目

（ 許 諾 種 類 、許 諾 者 、 被許 諾 者 ） お よ び 変 更 前

後 の 内 容 を 含 む 。 専 利 実 施 許 諾 契 約 届 出 抹

消 の 公 表 項 目 に は 、 主 分 類 番 号 、 専 利 番 号 、

届 出 番 号 、 許 諾 者 、 被 許 諾 者 、 許 諾 契 約 届 出

解除日を含む。

二 十 二 . 第 五 部 分 第 九 章 第 1 . 2 . 1 節 「 専 利 証 書

の 構 成」の改正に つ い て

最 後 に 1 段 落 を 追 加 ： 国 際 出 願 ま た は 分 割

出 願 に つ い て 、 専 利 証 書 に 記 載 さ れ る 専 利 出

願 日 時 点 の 発 明 者 ま た は 考 案 者 の 氏 名 、 出

願 人 の 氏 名 ま た は 名 称 は 、 国 際 出 願 が 中 国

国 内 段 階 に 移 行 し た 時 点 ま た は 分 割 出 願 が

提 出 さ れ た 日 時 点 の 発 明 者 ま た は 考 案 者 の

氏名、出願人の氏名または名称を指す。

二 十 三 . 第 五 部 分 第 九 章 第 2 . 2 . 1 節 「 専 利 付 与

過 程 に お ける合理的な 遅延」の改正につい て

合 理 的 な 状 況 を 新 規 追 加 ： 復 審 請 求 人 が 述

べ た 新 た な 理 由 ま た は 提 出 し た 新 た な 証 拠 に

基づき、拒絶査定を取り消す復審手続。

な お 、 改 正 後 の 『 審 査 指 南 』 で は 、 ア ル ゴ リ

ズ ム 的 特 徴 ま た は ビ ジ ネ ス ル ー ル ・ 方 法 的 特

徴を含む発明専利出願の審査基準および出

願 書 類 の 作 成 方 法 、 ビ ッ ト ス ト リ ー ム を 含 む 発

明 専 利 出 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 作 成 方 法 な

どについて、審査例も提供している。

出 典 ： 国 家 知 識 産 権 局

中 国 国 家 知 識 産 権 局 の 新
た な 商 標 オ ン ラ イ ン 出 願 シ
ス テ ム が 稼 働 開 始

国 家 知 識 産 権 局 商 標 局 （ CN IPA ） は 20 25 年

10 月 20 日 、 新 た な 商 標 オ ン ラ イ ン 出 願 シ ス テ

ム の 稼 動 を 正 式 に 開 始 し た 。 本 シ ス テ ム は 、

主 に ユ ー ザ ー 管 理 シ ス テ ム の 最 適 化 、 モ バ イ

ル 端 末 機 能 の 新 設 、 お よ び 多 数 の 業 務 処 理

能力の追加が図られている。

1 . ユーザー管理シス テムの最適化

ア ッ プ グ レ ー ド さ れ た 商 標 オ ン ラ イ ン 出 願 シ

ス テ ム は 、 国 家 知 的 財 産 権 公 共 サ ー ビ ス プ

ラ ッ トフォ ーム の統一身分 認証システ ムとの連

携を実現した。ユーザ ーはログイン後、権限範

囲 に 応 じ て 、 商 標 、 特 許 、 地 理 的 表 示 な ど 多

数 の サ ー ビ ス を 処 理 で き 、 各 シ ス テ ム 間 で 切

り 替 え る 必 要 が な く な り 、 ユ ー ザ ー シ ス テ ム の

一 元 的 な 登 録 と 管 理 を 実 現 し て い る 。 ま た 、

ユ ー ザ ー と 代 理 機 関 に よ る 案 件 管 理 ・ 提 出 を

容 易 に す る た め 、 新 シ ス テ ム で は 検 索 、 仮 保

存 、 一 括 提 出 な ど の 機 能 が 追 加 さ れ 、 業 務 処

理効率が大幅に向上した。

2 . モ バイル端末機能の新設

ミ ニ プ ロ グ ラ ム 「 国 家 知 識 産 権 局 商 標 局 オ ン

ラ イ ン サ ー ビ ス 」 が 同 時 に 導 入 さ れ 、 主 に QR

コード認証、出願業務照会、電子文書受領、
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費 用 納 付 、 電 子 領 収 書 ダ ウ ン ロ ー ド な ど の 機

能が含まれている。

3 . 新 た に開始さ れた業務

新 シ ス テ ム の 稼 働 後 、 既 存 業 務 に 加 え て 、

商 標 登 録 拒 絶 復 審 請 求 、 登 録 商 標 取 消 復 審

請 求、登録商 標無効 審判 復審請 求、商 標質 権

登 録 申 請 、 商 品 ・ サ ー ビ ス の 一 般 名 称 と な っ

た 登 録 商 標 の 取 消 請 求 な ど の 業 務 の オ ン ラ イ

ン 処 理 が 新 た に 追 加 さ れ た 。 商 標 局 は 、 今 後

も 段 階 的 に 商 標 業 務 の オ ン ラ イ ン 処 理 の 範 囲

を拡 大し、商 標 オ ン ライ ンサ ー ビスの 効率を一

層高める方針を示した。

出 典 ： 国 家 知 識 産 権 局

『 中 国 商 標 法 』 改 正 が 間 近

国 家 知 識 産 権 局 （ CN IPA ） は 2 023 年 1 月 13

日 、 社 会 各 界 に 『 中 華 人 民 共 和 国 商 標 法 改 正

草 案 （ 意 見 募 集 稿 ） 』 を 公 表 し た 。 約 3 年 後 、 国

務 院 は 2025 年 11 月 14 日 の 会 議 で 『 商 標 法

（ 改 正 草 案 ） 』 を 審 議 し て 可 決 し 、 草 案 を 全 国

人 民 代表大会 常務 委員会 の審 議に付 す こ とを

決 定 し た 。 国 務 院 会 議 で は 、 法 律 に 基 づ い て

商 標 の 管 理 と 保 護 を 強 化 し 、 商 標 が 経 済 社 会

の 発 展 を 促 進 す る 役 割 を 十 分 に 発 揮 さ せ な け

ればならないと指摘した。

『 改 正 草 案 』 の 内 容 は ま だ 公 開 さ れ て い な い

も の の 、 以 前 に 国 家 知 識 産 権 局 が 公 表 し た

『 改 正 草 案 （ 意 見 募 集 稿 ） 』 に よ れ ば 、 今 回 の

商 標 法 改 正 は 主 に 、 商 標 使 用 義 務 制 度 の 強

化、重複出願の禁止の基本原則の確立、商

標の悪意ある出願に対する規制強化、悪意あ

る 先 取 り 出 願 に 関 す る 民 事 賠 償 責 任 の 新 設 、

悪 意 に よ り 先 取 り 出 願 さ れ た 商 標 の 強 制 的 移

転 制 度 の 確 立 、 悪 意 ある 訴 訟 に 対 す る 逆 賠 償

制 度 の 導 入 、 商 標 専 用 権 の 行 使 範 囲 の 明 確

化 、 記 述 的 使 用 に 関 す る 規 定 の 整 備 、 自 己 の

氏 名 ・ 名 称 ・ 住 所 の 善 意 的 な 使 用 や 指 示 的 使

用 な ど の 正 当 な 使 用 の 事 例 の 追 加 と い っ た 側

面に焦点を当てているものと見られる。

出 典 ： 国 家 知 識 産 権 局

『 2 0 2 5 年 版 グ ロ ー バ ル ・ イ
ノ ベ ー シ ョ ン ・ イ ン デ ッ ク ス 』
で 中 国 が 初 め て 世 界 ト ッ プ
1 0 入 り

2 025 年 9 月 16 日 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関

（ W IPO ） は 『 202 5 年 版 グ ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー

ション・インデックス』（以下『報告書』という）を

発 表 し た 。 ス イ ス 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 ア メ リ カ 、 韓

国 、 シ ン ガ ポ ー ル が ト ッ プ 5 を 占 め 、 イ ギ リ ス 、

フ ィ ン ラ ン ド 、 オ ラ ン ダ 、 デ ン マ ー ク 、 中 国 が 6

位 か ら 10 位 ま で を 占 め た 。 ス イ ス は 1 5 年 連 続

で 1 位 を 維 持 し 、 中 国 は 初 め て 世 界 ト ッ プ 1 0 入

り を 果 た し た 。 過 去 18 年 間 で 中 国 は 累 計 25 位

上 昇 し 、 ト ッ プ 1 0 入 り を 果 た し た 初 め て の 中 所

得国となった。

グ ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ イ ン デ ッ ク ス

（ G I I ） は 2007 年 に 初 め て 発 表 さ れ て 以 来 、 毎

年発表されており、78の指標セットに基づい て、

イ ノ ベ ー シ ョ ン の パ フ ォ ー マ ン ス を 評 価 し 、 約

1 40 の 経 済 圏 の イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ エ コ シ ス テ ム

を ラ ン ク 付 け し て い る 。 20 25 年 版 G I I は 、 2 つ

の サ ブ イ ン デ ッ ク ス の 平 均 と し て 計 算 さ れ て い

る。1つは、制度・機関、人的資本と研究、イン
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フ ラ 、 市 場 の 洗 練 度 、 事 業 の 洗 練 度 の 5 つ の

要 素 に 分 類 さ れ る 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン 投 入 サ ブ イ

ン デ ッ ク ス 」 で 、 も う 1 つ は 、 知 識 お よ び 技 術 の

成 果 、 創 造 的 な 成 果 の 2 つ の 要 素 に 分 類 さ れ

る 「 イ ノ ベ ー シ ョ ン 成 果 サ ブ イ ン デ ッ ク ス 」 で あ

る。

2021 年から 2025 年にか けて のG I I上 位15 か

国の順位変動は下図の通りである。

地 域 分 布 か ら 見 る と 、 東 南 ア ジ ア ・ 東 ア ジ

ア・ オセア ニア（SEAO）地域は依然として世界

の イ ノ ベ ー シ ョ ン を 牽 引 す る 存 在 で あ り 、 同 地

域から6つの経済圏が世界トッ プ2 5 入りを果た

し た 。 韓 国 （ 4 位 ） と シ ン ガ ポ ー ル （ 5 位 ） は 引 き

続 き 地 域 を 先 導 し て お り 、 両 国 と も 企 業 の 研

究 開 発 、 教 育 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン 基 盤 に お い て 高

い 実 績 を 示 し て い る 。 中 国 は 総 合 ラ ン キ ン グ

でト ッ プ 10入 りを果たしたほ か、イノ ベ ー シ ョン

投入とイノベーション成果の両面で著しい進歩

を 遂 げ た 。 中 国 は イ ノ ベ ー シ ョ ン 投 入 ラ ン キ ン

グ で 19 位 に 上 昇 し 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン 成 果 ラ ン キ

ン グ で 世 界 5 位 と 高 く 、 「 2 つ の 向 上 」 を 達 成 し

た。
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さらに、中国 は知的 財産 権に関連する多くの

細 分 指 標 で も 世 界 の ト ッ プ ク ラ ス を 占 め て い る 。

例 え ば 、 国 内 総 生 産 （ G DP ） 単 位 当 た り の 自

国 民による意 匠出願 件数、 実用新案 出願件数、

商 標 出 願 件 数 、 貿 易 総 額 に 占 め る 創 造 的 製

品 の 輸 出 額 の 割 合 な ど の 指 標 で 中 国 は 世 界 1

位 と な り 、 GDP 単 位 当 た り の 自 国 民 に よ る 発

明 特 許 出 願 件 数 、 産 業 ク ラ ス タ ー の 発 展 状 況 、

企 業 の 総 支 出 に 占 め る 研 究 開 発 費 の 割 合 な

ど の 指 標 で は 世 界 2 位 と な っ た 。 中 国 は ブ ラ ン

ド 総 価 値 ラ ン キ ン グ で も 世 界 2 位 を 維 持 し て お

り 、 2 025 年 の 世 界 ト ッ プ 5 0 00 ブ ラ ン ド に お い

て、中国ブランドの総価値は1 .8 1兆ドルに達し

た。

G I I は 毎 年 、 世 界 ト ッ プ 1 00 の イ ノ ベ ー シ ョ ン

ク ラ ス タ ー も 評 価 し て い る 。 2 02 5 年 の 世 界 ト ッ

プ 1 0 0 イ ノ ベ ー シ ョ ン ク ラ ス タ ー の 評 価 基 準 は 、

従 来 か ら 使 用 さ れ て い る PCT 国 際 出 願 に お け

る 発 明 者の所 在 地と 、学 術 論 文の著 者 の所 在

地に加え、新たにベンチャーキャピタル取引の

実施地点が初めて指標に導入された。

G I I が 発 表 し た 202 5 年 の 世 界 イ ノ ベ ー シ ョ ン

クラスターランキングでは、深セン-香港-広州

が 世 界 1 位 と な り 、 東 京 - 横 浜 が そ れ に 続 い た 。

こ れ は 、 深セ ン- 香 港- 広 州 ク ラスタ ー が 東京-

横浜クラスターよりもベンチャーキャピタル取



引 の 面 で よ り 高 い パ フ ォ ー マ ン ス を 示 し た こ と

を 意 味 す る 。 こ の 2 つ の ク ラ ス タ ー は 世 界 の 科

学 出版 物と特 許出 願に大 き く貢献して おり、 両

者 を 合 わ せ る と 世 界 の PCT 特 許 出 願 件 数 の

約 5 分 の 1 を 占 め て い る 。 ア メ リ カ の サ ン ノ ゼ -

サ ン フ ラ ン シ ス コ 、 中 国 の 北 京 、 韓 国 の ソ ウ ル 、

中 国 の 上 海 - 蘇 州 が そ れ ぞ れ 3 位 、 4 位 、 5 位 、

6 位となっ た 。 世 界 ト ッ プ1 00 の科 学技 術ク ラ ス

タ ー の う ち 、 中 国 は 2 4 の ク ラ ス タ ー を 有 し 、 2

年連続で世界1位となった。

ま た 、 今 年 の G I I 報 告 書 で は 以 下 の 重 要 な

発見が言及されている。

↗2 0 24 年 の 世 界 イ ノ ベ ー シ ョ ン 情 勢 は 全 体

的 に 前 向 き な 傾 向 を 示 し た 。 20 24 年 は 、 ベ ン

チ ャ ー キ ャ ピ タ ル 取 引 件 数 、 医 薬 品 発 売 数 、

地 球 温 暖 化 の 3 指 標 が 下 降 傾 向 に あ る 以 外 は 、

各 種 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 投 資 は 全 体 的 に 好 調 に

推 移 し た 。 20 23 年 の 低 迷 を 経 て 、 20 24 年 の イ

ノ ベ ー シ ョ ン 投 資 は 回 復 の 兆 し を 見 せ た が 、 こ

の回復基調は依然として脆弱で、大半のイ
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ノ ベ ー シ ョ ン 投 資 は ま だ 長 期 的 な 成 長 ト レ ン ド

にまで回復したとは言えない。

↑ 科 学 出 版 物 が 急 増 し た 。 中 国 に お け る

1 4% の 顕 著 な 成 長 と イ ン ド に お け る 7 . 6 % の 堅

調 な 成 長 に 牽 引 さ れ 、 20 24 年 の 研 究 成 果 の

論文は過去最高の200万に達した。

↗研 究 開 発 投 資 の 成 長 は 減 速 傾 向 に あ っ た 。

2 024 年 の 世 界 研 究 開 発 支 出 は 2 .9 % 増 と 予 測

さ れ 、 20 10 年 以 降 で 最 低 の 成 長 率 と な る 。 公

的 研 究 開発支 出 は 小幅に 回 復し た一 方 、米 中

以 外 の 地 域 に お け る 企 業 の 研 究 開 発 支 出 は

1 .4 % の 成 長 に と ど ま り 、 多 く の 高 所 得 ・ 中 所 得

経 済 圏 に お け る 成 長 モ メ ン タ ム の 不 足 を 反 映

している。

↗企 業 の 研 究 開 発 投 資 は 過 去 最 高 を 記 録 し

た も の の 、 成 長 率 は 急 落 し た 。 20 24 年 の 企 業

の 研 究 開 発 支 出 は 1 .3 兆 ド ル と 史 上 最 高 を 記

録 し た 。 し か し 、 名 目 成 長 率 は 3 . 2% （ 実 質 成 長

率 は わ ず か 1% ） ま で 低 下 し 、 過 去 10 年 間 の 平

均 8% を 大 幅 に 下 回 っ た 。 業 界 に よ る 差 が 顕 著

で 、 情 報 通 信 技 術 関 連 企 業 （ 特 に AI 集 約 型 分

野 ） 、 ソ フ ト ウ ェ ア 会 社 、 製 薬 会 社 画 研 究 開 発

予 算 を 増 加 さ せ た 一 方 、 自 動 車 、 消 費 財 な ど

の 伝 統 的 製 造 業 の 会 社 は 収 益 の 大 幅 な 減 少

に よ り 研 究 開 発 投 資 を 削 減 す る 傾 向 に あ っ た 。

↘ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル は 低 迷 が 続 い た 。

2 02 4 年 の ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル 取 引 額 は 7 . 7%

成 長 し た が 、 こ れ は 主 に ア メ リ カ に お け る 巨 額

取 引 と 生 成 AI へ の 投 資 急 増 に よ る も の で 、 こ

れ ら の 要 因 を 除 く と 、 ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル の

規 模 は 実 際 に は 縮 小 し た 。 世 界 の ベ ン チ ャ ー

キ ャ ピ タ ル 取 引 件 数 は 4 .4% 減 少 し 、 3 年 連 続

の低下となり、少数の特定の業界と地域を除



き 、 投 資 家 が 全 体 的 に 慎 重 な 姿 勢 を 維 持 し て

い る こ と を 示 し て い る 。 ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル

は ア メ リ カ お よ び A I 、 情 報 通 信 技 術 関 連 投 資

と い う 従 来 の 中 核 領 域 へ 回 帰 し 、 新 興 市 場 や

非情報通信分野への拡大を放棄している。

↗国 際 特 許 出 願 件 数 は 安 定 傾 向 に あ っ た 。

2 023 年 の 異 例 の 減 少 を 経 て 、 2 024 年 の PCT

特 許 出 願 件 数 は 0 .5% の 微 増 と な っ た 。 国 ・ 地

域 に よ る 差 が 顕 著 で 、出 願 件 数 の 成 長 は 鈍 化

している。

出 典 ： 世 界 知 的 所 有 権 機 関
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中 国 に お け る 特 許 ラ イ セ ン
ス 紛 争 へ の 対 応 に 関 す る 考
察 と 模 索

パートナー・特許申請部マネージャー 王 珍 珍

特 許 ラ イ セ ン ス は 技 術 革 新 の 中 核 的 な 推

進 力 の 一 つ で あ る 。 特 許 権 者 （ ラ イ セ ン サ ー ）

に と っ て 、 特 許 ラ イ セ ン ス は 自 ら の 発 明 創 造 を

収 益 化 し 、 収 入 を 得 る と 同 時 に 実 際 の 応 用 を

通 じ て 技 術 を 完 成 に 導 く こ と が で き る 。 ラ イ セ

ン シ ー に と っ て は 、 先 進 技 術 を 獲 得 し 、 侵 害 リ

ス ク を 低 減 し 、 市 場 競 争 力 を 高 める こ と が で き

る 。 し か し 、 複 雑 な 商 業 行 為 と し て 、 特 許 ラ イ

セ ン ス は 紛 争 を 引 き 起 こ す 可 能 性 が あ る 。 中

国 の 知 的 財 産 権 に 関 す る 法 律 と 実 務 の 枠 組

み の 下 で 、 特 許 ラ イ セ ン ス 紛 争 を 解 決 す る に

は 、 法 令 、 手 続 き 方 法 、 戦 略 計 画 を 理 解 し て

初めて、冷静に対処することができる。

実務では、ライセンス料の計算と支払い方法、

許 諾 範 囲 、 特 許 権 の 確 定 と 権 利 保 護 、 特 許 技

術 の 生 産 投 入 、 ラ イ セ ン ス 契 約 の 届 出 な ど 、

数 多 く の 段 階 で 生 じ る 紛 争 に よ く 直 面 す る 。 こ

れ ら の 衝 突 を 円 満 に 解 決 す る に は 、 法 律 に 関

する専 門知識 だ けでなく、中 国の特 許 ライセン

ス に 関 す る 法 規 制 度 、 実 務 の 特 徴 、 業 界 の 動

向 を 正 し く 把 握 し な け れ ば な ら な い 。 本 稿 で は 、

特 許 ラ イ セ ン ス 交 渉 が 行 き 詰 ま っ た り 紛 争 に

直 面 し た り し た 場 合 、 当 事 者 が 検 討 し 得 る 方

法 に つ い て 考 察 し 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局 の 特

許 ラ イ セ ン ス に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン を 参 照 し つ

つ 、 相 互 利 益 を 実 現 す る た め の 戦 略 策 定 の 方

法を研究する。

一 . ラ イ セ ン ス 契約

紛争を予防し、解決するための鍵は、明確で

有 効 か つ 執 行 可 能 な ラ イ セ ン ス 契 約 を 締 結 す

る こ と に あ る 。 契 約 当 事 者 は 、 事 前 に 計 画 を

立 て 、 契 約 作 成 段 階 で 潜 在 的 な 争 点 を 十 分 に

考 慮し 、 明確 な契 約条項を 定めるこ とで 、潜 在

的な紛争を予防しなければならない。

国家 知識産 権 局が2011年6 月27日に公布し

た 『 特 許 ラ イ セ ン ス 契 約 届 出 方 法 』 に よ れ ば 、

当 事 者 が 特 許 ラ イ セ ン ス 契 約 を 締 結 す る に あ

た り 、 国 家 知 識 産 権 局 が 制 定 し た 標 準 契 約 テ

ンプレートを利用で きる。他の契 約形式を採用

する場合は、『民法典』契約 編の規定に適合し

な け れ ば な ら な い 。 現 行 の 『 特 許 ラ イ セ ン ス 契

約 』 標 準 テ ン プ レ ー ト は 、 国 家 知 識 産 権 局 が

2 023 年 6 月 2 7 日 に 公 布 し た も の で 、 同 時 に

『 特 許 ラ イ セ ン ス に 関 す る よ く あ る 質 問 と 紛 争

対応ガイドライン』も公布されている。

1 . ラ イセンス料の計算と 支払い

一 般 的 な ラ イ セ ン ス 料 の 支 払 い 方 法 に は 、

無 償 、 固 定 額 支 払 い 、 マ イ ル ス ト ー ン 支 払 い 、

お よ び 売 上 高 ま た は 利 益 に 基 づ く ロ イ ヤ ル

ティ支払いなどが含まれる。

固 定 額 支 払 い の 場 合 は 、 一 括 払 い の 他 、 分

割 払 い も 選 択 肢 と な り 得 る 。 ラ イ セ ン シ ー に

とって、 分割払 い は 資金負 担を軽 減し、ある程

度 ラ イ セ ン サ ー に よ る 継 続 的 な 技 術 教 育 の 提

供 を 保 証 で き る ほ か 、 相 手 方 の 債 務 不 履 行 時

に は 契 約 を 早 期 解 除 し て 損 失 を 最 小 限 に 抑 え

ることが可能である。

マ イ ル ス ト ー ン 支 払 い の 場 合 、 ラ イ セ ン シ ー

は 事 前 に 設 定 さ れ た マ イ ル ス ト ー ン を 達 成 し

た 時 点 で 対 応 す る 費 用 を 支 払 わ な け れ ば な ら

な い 。 特 許 製 品 の 開 発 と 生 産 サ イ ク ル が 長 く

不確実性が高い場合（例：医薬品特許）、マイ

16

2 0 2 5 年 1 2 月 | 季 刊 サービスソリューション

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌



ル ス ト ー ン 支 払 い （ 例 ： 医 薬 品 の 上 市 許 可 取

得 を 支 払 い 時 点 の 一 つ と す る ） は 、 製 品 開 発

の失敗に伴うリスクを軽減できる。

ロ イ ヤ ル テ ィ 支 払 い の 場 合 は 、 前 払 い の 初

期 費 用 、 売 上 高 に 基 づ く ロ イ ヤ ル テ ィ 、 ま た は

利 益 に 基 づ く ロ イ ヤ ル テ ィ を 含 む こ と が で き る 。

事 後 計 算 に よ る 紛 争 を 最 小 限 に 抑 え る た め 、

契約書では純売上高または純利益の定義、販

売 主 体 （ 例 ： ラ イ セ ン シ ー の 子 会 社 を 通 じ て 販

売 す る 場 合 、 ラ イ セ ン ス 契 約 で 「 関 連 会 社 」 の

範 囲 を 明 確 に 定 め る ） 、 計 算 基 準 、 控 除 対 象

項 目 の 範 囲 、 お よ び 監 査 権 利 （ 監 査 費 用 の 負

担 者 と 計 算 差 異 の 処 理 方 法 を 含 む ） を 明 確 に

定めなければならない。

2 . 許 諾範囲

①許諾地域

許 諾 地 域 を 明 確 に 定 め る ほ か 、 当 事 者 は 地

域 を 増 や す 条 件 付 き 条 項 の 追 加 を 検 討 し て も

よ い 。 特 許 技 術 が 複 数の 国 に 関わる 可 能 性 が

ある場合、ライセンシーは、関連する司法管轄

区 域 に お け る 対 応 の パ テ ン ト フ ァ ミ リ ー へ の 許

諾範囲拡大を提案することを検討してもよい。

②許諾行為

司 法 実 務 か ら 見 る と 、 ラ イ セ ン サ ー が ラ イ セ

ン シ ー に 特 許 の 特 定 の 権 利 を 許 諾 す る 場 合 、

関 連 す る 権 利 へ の 黙 示 的 拡 張 が 生 じ 得 る 。 例

え ば 、 別 段 の 定 め が な い 限 り 、 販 売 権 の 付 与

に は 販 売 の 申 出 の 権 利 と 使 用 権 が 暗 黙 的 に

含 ま れ る 可 能 性 が あ る 。 方 法 特 許 に 関 し て は 、

使用権の付与には生産・製造権が暗黙的に含

ま れ る 可 能 性 が あ る 。 方 法 特 許 に 関 し て は 、

使用権の付与には生産・製造権が暗黙的に含

ま れ る 可 能 性 が あ る 。 学 術 機 関 が ラ イ セ ン

サ ー で あ る場 合 、 契 約に お い て 、 ラ イ セ ン サ ー

が 特 許 技 術 を 非 商 業 的 な 学 術 研 究 に 使 用 す

ることを制限しない旨を定めることができる。

③技術の改良

契 約 締 結 後 、 ラ イ セ ン サ ー と ラ イ セ ン シ ー の

双 方 が ラ イ セ ン ス 対 象 技 術 を 改 良 す る 可 能 性

が あ る 。 し た が っ て 、 ま ず 、 い ず れ の 当 事 者 も

当 該 特 許 技 術 を 改 良 で き る か 否 か を 明 確 に し 、

「 改 良 」 を 明 確 に 定 義 す る 必 要 が あ る 。 次 に 、

ラ イ セ ン サ ー に よ る 改 良 に つ い て は 、 ラ イ セ ン

シ ー が 追 加 費 用 な し で 自 動 的 に 関 連 す る 権 利

を 取 得 で き る か 否 か を 契 約 で 明 確 に 定 め な け

れ ば な ら な い 。 ラ イ セ ン シ ー に よ る 改 良 に つ い

て は 、 条 項 に お い て 、 ラ イ セ ン サ ー が 特 許 出

願 権 ま た は 許 諾 権 を 持 つ か 否 か 、 ク ロ ス ラ イ

セ ン ス が 適 用 さ れ る か 否 か を 定 め な け れ ば な

らない。

3 . 特 許権の確定と 権利保護

ラ イ セ ン ス 対 象 特 許 の権 利 が 消 滅 し た り 、 無

効 宣 告 を 受 け た り 、 特 許 出 願 が 拒 絶 さ れ た り

す る リ ス ク を 軽 減 す る た め 、 ラ イ セ ン シ ー は 関

連 条 項 の 追 加 を 検 討で き る 。 例 え ば 、 ラ イ セ ン

ス 対 象 特 許 の 無 効 審 判 手 続 き が 行 わ れ た 場

合 、 ラ イ セ ン サ ー が 請 求 項 を 修 正 ま た は 縮 小

す る 前 に ラ イ セ ン シ ー の 同 意 を 得 な け れ ば な

ら な い こ と 、 特 許 が 無 効 宣 告 を 受 け た も の の 、

関 連 訴訟が係 属中 の場合 の ライセンス 使用 料

の支払いの要否などである。

第三者による侵害訴訟に伴うリスクを軽減す

る た め 、 ラ イ セ ン ス 契約で は 、 外 部か ら の 権 利

侵害の主張に対応する責任の所在、訴訟費
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用 の負担方法、 お よ び不利な判決時の 損害賠

償 責 任 を 明 確 に 定 め な け れ ば な ら な い 。 実 務

上 、 当 事 者 間 で 、 一 方 の 当 事 者 が 訴 訟 を 主 導

し 、 他 方 が 必 要 な 支 援 を 提 供 す る 旨 を 定 め る

ことができる。

さ ら に 、 ラ イ セ ン シ ー の 立 場 か ら 見 る と 、 特

許 権 の 確 定 ま た は 権 利 保 護 に 関 す る あ ら ゆ る

行 動 を 起 こ す 前 提 と し て 、 特 許 の 法 的 状 態 を

知 る 権 利 を 有 す る こ と が 重 要 で あ る 。 し た が っ

て 、 契 約 で は 、 ラ イ セ ン シ ー が 特 許 の 有 効 性

ま た は 権 利 保 護 手 続 き に 関 し て す で に 発 生 し 、

ま た は 発 生 し う る あ ら ゆ る 変 更 を 適 時 に 把 握

で き る よ う 、 ラ イ セ ン サ ー に 対 し 、 国 家 知 識 産

権 局 ま た は 裁 判 所 か ら の あ ら ゆ る 公 式 通 知 を

ラ イ セ ン シ ー に 遅 滞 な く 通 知 す る 義 務 を 課 さ な

ければならない。

4 . 特 許技術の実施

単 に ラ イ セ ン サ ー が 技 術 文 書 を 提 供 す る だ

け で は 、 ラ イ セ ン シ ー が 特 許 技 術 を 効 果 的 に

実 施 す る に は 不 十 分 な 場 合 が あ り 、 多 く の 場

合 、 ラ イ セ ン サ ー に よ る 教 育 の 実 施 お よ び 技

術指導の提供が必要となる。したがって、特許

ラ イ セ ン ス 契 約 で は 、 通 常 、 技 術 サ ー ビ ス と 教

育 の 提 供 方 法 、 関 連 す る サ ー ビ ス 基 準 、 費 用

分 担 の 取 り 決 め な ど 、 ラ イ セ ン サ ー の 技 術 支

援義務を明確に定めなければならない。

さ ら に 、 ラ イ セ ン シ ー は 、 技 術 支 援 の 成 果 に

つ い て ラ イ セ ン サ ー に 責 任 を 負 う よ う 要 求 す る

こ と が で き る 。 例 え ば 、 契 約 に お い て 、 ラ イ セ

ン サ ー は 、ラ イ セ ン シ ー が ラ イ セ ン ス 製 品 の 生

産 を 達 成 し 、 特 定 の 生 産 効 率 ま た は 品 質 基 準

を 満 た す こ と を 条 件 付 き で 保 証 す る 旨 を 定 め

ることができる。このような場合、ライセンサー

は 関 連 条 項 を 作 成 す る 際 に 特 に 慎 重 を 期 さ な

け れ ば な ら な い 。 合 理 的 か つ 十 分 に 義 務 を 履

行 す る と 同 時 に 、 条 項 の 表 現 を 工 夫 す る こ と

で 過 度 な 責任 を 負 う こ と を 回 避し な け れ ば な ら

ない。

5 . 契 約届出義務

国 家 知 識 産 権 局 へ ラ イ セ ン ス 契 約 届 出 を 行

う こ と は 、 ラ イ セ ン ス 権 利 の 設 定 と 保 護 を 実 現

し 、 潜 在 的 な 紛 争 の 減 少 に 寄 与 す る 。 た だ し 、

特 許 ラ イ セ ン ス 契 約 の 届 出 手 続 き は 比 較 的 複

雑 で 、 双 方 が 多 く の 書 類 を 準 備 す る 必 要 が あ

り 、 事 案 に よ っ て は 追 加 書 類 の 提 出 も 必 要 と

な る。さ らに、 ラ イセ ンスに変 更、 延長 、ま た は

終 了 が 生 じ た 場 合 、 国 家 知 識 産 権 局 が 規 定 し

た そ れ ぞ れ の 期 限 ま で に 手 続 き を 完 了 し な け

れ ば な ら な い 。 し た が っ て 、 ラ イ セ ン ス 契 約 に

は 、 双 方 が 定 め ら れ た 期 限 内 に 、 商 業 的 に 合

理 的 な 努 力 を 尽 く し て 、 国 家 知 識 産 権 局 へ の

ラ イ セ ン ス 契 約 届 出 お よ び そ の 後 の 更 新 手 続

き を 完 了 す る 責 任 を 負 う 旨 を 定 め な け れ ば な

らない。

6 . 双 方が関心を 寄せるその他の事項

特 定 の 事 項 に つ い て 、 い ず れ か の 当 事 者 に

特 に 懸 念 が あ る 場 合 、 そ れ に 対 応 す る 実 行 可

能な条項を契約に盛り込むことができる。

国 家 知 識 産 権 局 が 公 表 し た 「 20 24 年 度 特 許

産 業 化 優 秀 事 例 」 に お い て 、 北 京 大 学 と あ る

バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 企 業 と の 間 で 結 ば れ た 特

許ライセンス契約が事例として挙げられている。

北 京 大 学 は 超 高 空 間 分 解 能 マ イ ク ロ 2 光 子 顕

微 鏡 の 分 野 で 技 術 的 ブ レ ー ク ス ル ー を 達 成 し 、

高価値な特許ポートフォリオを構築した。同大
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学 は あ る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 企 業 と 独 占 的 ラ イ

セ ン ス 契 約 を 締 結 し 、 契 約 に は 230 万 元 の 初

期費用と売上高に基づくロイヤルティが規定さ

れ た 。 大 学 側 に よ る と 、 契 約 に 許 諾 範 囲 と 期

間 に 関 す る 条 項 を 追 加 し 、 実 施 過 程 に お け る

調 整 の た め に 柔 軟 な 余 地 を 残 す と と も に 、 技

術 の 商 業 化 と 研 究 開 発 目 標 を 達 成 す る た め 、

ラ イ セ ン シ ー が 当 該 技 術 を 十 分 に 実 施 す る よ

う 促 す 対 応 条 項 も 盛 り 込 ん だ 。 こ の 協 力 モ デ

ル に よ り 、 ラ イ セ ン サ ー は 特 許 技 術 の 商 業 化

過 程 に お い て 技 術 的 課 題 を 発 見 し 、 解 決 す る

こ と が 可 能 と な る と 同 時 に 、 ラ イ セ ン サ ー の 研

究 開 発 活 動 に も 便 宜 が 図 ら れ る 。 20 23 年 末ま

で に 、 こ の ラ イ セ ン ス 技 術 は 約 2 .3 億 人 民 元

（約50億円）の経済的価値を生み出した。

二 . 非 正式な 解決手段

す べ て の 紛 争 が 必 ず し も 正 式 な 法 的 手 続 き

を 経 る 必 要 は な く 、 訴 訟 前 の 慎 重 な 戦 略 的 措

置 に よ り 、 効 果 的 か つ 効 率 的 に 問 題 を 解 決 で

きることが多い。

1 . 内 部 審 査 ： 関 連 す る す べ て の 連 絡 記 録 、

証 拠 書 類 お よ び 文 書 資 料 を 全 面 的 に 収 集 し 、

争 点 を 体 系 的 に 整 理 す る 。 こ れ に よ り 、 主 張

可 能 な 要 求 の 優 先 順 位 と 戦 略 計 画 を 明 確 に し、

相 手 方 が 主 張 ま た は 妥 協 す る 可 能 性 の あ る

論 点 を 予 測 し 、 さ ら に 、 最 新 の 判 例 を 踏 ま え て

紛 争 の 行 方 を 判 断 し 、 対 応 す る 緊 急 時 対 応 計

画を策定することができる。

文 書 準 備 過 程 で は 、 契 約 監 査 が 必 要 と な る

場 合 が あ る 。 例 え ば 、 紛 争 の 核 心 が 支 払 い 問

題 に 関 わ る 場 合 、 合 意 さ れ た 監 査 範 囲 を 厳 守

す る こ と を 前 提 と し て 、 監 査 手 続 き を 開 始 す る

ことが必須となる。監査結果は事実争点の明

確 化 に 役 立 ち 、 和 解 交 渉 や 潜 在 的 な 訴 訟 を 支

えるものとなる。

2 . 連 絡 と 催 告 書 ： 正 式 な 書 面 に よ る 通 知 は 、

申 し 立 て ら れ た 契 約 違 反 の 事 実 の 詳 細 、 違 反

さ れ た 契 約 条 項 、 関 連 す る 証 拠 資 料 、 お よ び

是 正 要 求 を 具 体 的 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

潜 在 的 な 名 誉 毀 損 訴 訟 の リ ス ク を 回 避 す る た

め 、 書 面 の 表 現 を 慎 重 に 検 討 す る 必 要 が あ る 。

3 .善意の協議：ほとんどの紛争は、率直かつ

友 好 的 な 協 議 に よ っ て 解 決 す る こ と が で き る 。

こ の 過 程 で 、 双 方 は 相 互 に 有 益 な 合 意 に 達 す

る た め の 革 新 的 な 解 決 策 を 模 索 す る こ と が で

きる。

三 . 正 式な 解決手段

1 . オ ー プ ンライセンス の行政調停

2020年の『 専利法』改正により導入された中

国 特 許 オ ー プ ン ラ イ セ ン ス 制 度 に 基 づ き 、 特

許 権 者 は 自 発 的 に 国 家 知 識 産 権 局 に 書 面 に

よ る 声 明 を 提 出 し 、 い か な る 機 関 ま た は 個 人

に 対 し て も そ の 特 許 の 実 施 を 許 諾 す る 意 思 が

あ り 、 使 用 料 の 支 払 い 方 法 と 基 準 を 明 示 す る

こ と を 表 明 す る こ と が で き る 。 権 利 実 施 を 希 望

す る 者 は 、 特 許 権 者 に 通 知 し 、 公 表 さ れ た 条

件 に 従 っ て ラ イ セ ン ス 使 用 料 を 支 払 う だ け で

許 諾を 得られ る 。 オ ープ ン ラ イ セ ンス 制度 の実

施 に 伴 う 付 帯 措 置 と し て 、 国 家 知 識 産 権 局 は

2 024 年 7 月 2 日 に 『 特 許 オ ー プ ン ラ イ セ ン ス 紛

争 行 政 調 停 暫 定 弁 法 』 を 公 布 し て 施 行 し 、

2 025 年 2 月 1 日 に 発 効 し た 『 特 許 紛 争 行 政 裁

决 ・ 調 停 弁 法 』 に は 「 特 許 オ ー プ ン ラ イ セ ン ス

紛争行政調停」の章が新設された。

行政調停手続きにおいて、当事者間でオープ
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ンライセンスに関連して紛争が発生し、双方が

自 発 的 に 調停 を希 望 す る 場 合 は 、国 家 知 識産

権 局 に 書 面 に よ る 申 請 を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。 そ の 後 、 国 家 知 識 産 権 局 は 申 請 受 理 後

の 30 営 業 日 以 内 に 調 停 を 完 了 す る （ 必 要 に 応

じ て 延 長 可 能 ） 。 調 停 期 間 中 、 当 事 者 は 紛 争

の 事 実 を あ り の ま ま に 陳 述 し 、 関 連 す る す べ

て の 証 拠 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 最 終 的

に 、 行 政 調 停 に よ っ て 紛 争 が 解 決 さ れ た 場 合

は 、 調 停 調 書 を 作 成 し 、 当 事 者 と 国 家 知 識 産

権局がそれぞれ保管する。

2 . 仲 裁と 調停

中 国国際経 済貿易 仲裁 委員会、地 方仲裁 機

関 、 ま た は 裁 判 所 付 属 の 調 停 手 続 き な ど を 通

じ て 、 自 発 的 な 仲 裁 と 調 停 を 求 め る 事 例 は 少

な く な い 。 中 国 の 裁 判 所 も 調 停 を 強 く 奨 励 し て

お り 、 こ の 方 法 は 通 常 、 よ り 迅 速 で 、 コ ス ト が

低 く 、 よ り 満 足 の い く 結 果 を も た ら す 。 拘 束 力

の あ る 仲 裁 判 断 は 通 常 、 裁 判 所 の 判 決 と 同 等

の執行力を有する。

3 . 訴 訟

協 議と 調停 の ど ち ら も 失 敗し た場 合 、法 的訴

訟 手 続 き を 開 始 す る 必 要 が あ る 。 裁 判 所 は 、

契 約 違 反 者 に 損 害 賠 償 責 任 （ 未 払 い の ラ イ セ

ンス料と訴訟費用を含む）を負わせる判決、履

行 継 続ま たは 特 定の 行為 の 停止を命 じる 判決、

契約終了を命じる判決などを下すことができる。

訴 訟 過 程 で は 書 面 証 拠 が 特 に 重 要 で あ る た

め、あらゆる往来文書、契約書、技術資料、財

務記録および関連する証明資料を体系的に保

管 ・ 整 理 し 、 特 殊 な 状 況 下 で は 訴 訟 前 の 証 拠

保全措置を申請することさえ必要である。

お わ り に

特許ライセンス紛争は複雑に入り組んでおり、

こ の 種 の 問 題 を 解 決 す る 汎 用 的 な 解 決 策 を ま

とめることは困難だが、それでも管理可能であ

る。 紛争を円満に解決で きるか ど う かは、綿 密

に 作 成 さ れ た ラ イ セ ン ス 契 約 、 慎 重 に 保 存 さ

れ た 書 面 記 録 、 十 分 な 連 絡 体 制 な ど 、 事 前 に

講 じ ら れ た 予 防 措 置 に か か っ て い る こ と が 多

い 。 合 意 に 基 づ く 紛 争 解 決 メ カ ニ ズ ム と し て 協

議 や 対 話 は 特 に 推 奨 さ れ 、 貴 重 な ビ ジ ネ ス 上

の 協 力 関 係 を 効 果 的 に 維 持 す る こ と が で き る 。

し か し 、 非 正 式 な 手 段 が す べ て 失 敗 に 終 わ っ

た 場 合 、 当 事 者 は 仲 裁 機 関 ま た は 司 法 制 度を

活 用 し て 、 最 終 的 に 紛 争 解 決 と 公 平 ・ 正 義 を

実 現 す る こ と がで き る。中 国 の特 許制 度 は、 ラ

イ セ ン ス 紛 争 を 解 決 す る た め の 多 様 な 手 段 を

提 供 し て お り 、 当 事 者 は 満 足 の い く 解 決 策 を

達 成 し 、 相 互 利 益 と ウ ィ ン ウ ィ ン を 実 現 す る た

め に 、 戦 略 的 か つ 段 階 的 な ア プ ロ ー チ を 採 用

することができる。
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王 珍 珍 氏 は 2 0 1 9 年 に 外 交 学 院 英 文 学 科 を 卒 業 し 学

士 号 を 取 得 し た 。 2 0 1 6 年 に 中 国 人 民 大 学 法 学 院 で 知 的

財 産 権 の 課 程 を 修 了 し た 。 2 0 0 9 年 に 入 社 し 、 特 許 戦 略 、

検 索 、 プ ロ セ ス 管 理 な ど の 業 務 に 精 通 し 、 国 内 外 の ク ラ

イ ア ン ト に 特 許 戦 略 と 特 許 手 続 き に 関 す る コ ン サ ル テ ィ

ン グ サ ー ビ ス を 数 多 く 提 供 し て き た 。
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中 国 裁 判 所 の 知 的 財 産 権
事 件 の 法 律 適 用 問 題 に 関
す る 年 次 報 告 （ 2 0 2 4 ） 概 要

2 025 年 4 月 21 日 、 最 高 人 民 法 院 は 知 的 財

産 権 事 件 の 法 律 適 用 問 題 に 関 す る 年 次 報 告

を公表し、中国裁判所が2024年に審理を終了

し た 知 的 財 産 権 事 件 か ら 下 記 の 4 3 の 法 律 適

用問題を整理した。

一 . 特 許事件の審判

1 . 特 許 権 評 価 報 告 書 の 特 許 権 侵 害 紛 争 事 件

にお け る 位置付け

【事件番号】（2024）最高法民再244号

【裁判要旨】

特 許 権 侵 害 紛 争 事 件 に お い て 、 特 許 権 評 価

報 告 書 は 事 件 審 理 の 証 拠 の 一 つ と な り 得 る が 、

係 争 特 許 の 有 効 性 は 、 依 然 と し て 特 許 権 付 与

文 書 お よ び 行 政 部 門 の 効 力 発 生 の 決 定 に 基

づ い て 判 断 し な け れ ば な ら な い 。 特 許 権 者 が

有 効 な 特 許 に 基 づ い て 侵 害 訴 訟 を 提 起 し た 場

合 、 特 許 権評 価 報 告 書 が 係 争 特 許に 対 して法

定 の 付 与 条 件 に 合 致 し な い と い う 否 定 的 な 結

論 を 出 し た こ と の み を 理 由 に 、 当 該 権 利 者 が

訴訟権を行使する基礎を有しないと認定し、そ

の訴えを却下する裁定を下してはならない。

2 . 関 連事件にお ける特許権侵害判断の調整

【 事 件番号】（2023）最高法知民終740号

【裁判要旨】

同一 の被疑 侵 害製 品、 同一 の特許 権、 お よ

び 同 一 の 事 由 に 基 づ く 非 侵 害 抗 弁 に つ い て 、

関連事件の認定は一貫性を保ち、裁判の矛盾

が 生 じ る こ と を 防 止 し な け れ ば な ら な い 。 被 疑

侵害者が第一審判決後に控訴を提起しなかっ

た 場 合 で も、 第 二審 裁判 所 は 別事件 の 確定 裁

判 に お け る 同 様 の 抗 弁 事 由 の 成 立 に 関 す る

認 定 に 基 づ き 、 被 疑 侵 害 者 の 関 連 す る 抗 弁 が

同 様に成立すると認定し、判決を変更 すること

ができる。

3 . 履 行 条 件 付 き 判 決 お よ び 履 行 遅 滞 期 間 の

債 務 利息

【事件番号】（2024）最高法知民終370号

【裁判要旨】

① 係 争 特 許 に 対 す る 財 産 保 全 措 置 に よ り 、

特 許 権 の 無効 審 判 手 続き が 中 止 され 、 国 家知

識 産 権 局 が 特 許 権 侵 害 訴 訟 の 第 二 審 判 決 前

に 無 効 宣 告 決 定 を 下 せ な か っ た 場 合 、 人 民 法

院 は 事 件 の 具 体 的 情 況 に 応 じ て 、 判 決 で 確 定

し た 義 務 の 履 行 に つ い て 、 適 切 な 取 り 決 め を

行 う こ と が で き る 。 こ れ に は 、 侵 害 行 為 の 停 止 、

損 害 賠 償 な ど の 判 決 の 履 行 に 必 要 な 条 件 を

付 す る こ と が 含 ま れ る 。 例 え ば 、 特 許 権 者 が

訴 訟 を 提 起 す る 根 拠 と し た 特 許 請 求 の 範 囲 が

国 家 知 識 産 権 局 の 審 査 を 経 て 有 効 を 維 持 す

る と い う 審 査 決 定 が 下 さ れ る こ と を 、 判 決 履 行

の 前 提 条 件 と し 、 か つ 期 間 中 の 債 務 利 息 な ど

に つ い て も 併 せ て 取 り 決 め を 行 い 、 各 当 事 者

の利益を合理的に均衡させる。

② 履 行 条 件 付 き 判 決 に つ い て は 、 履 行 遅 滞

期 間 の 債 務 利 息 を 同 時 に 判 決 す る こ と が で き

る 。 す な わ ち 、 判 決 の 履 行 条 件 が 成 就 し た 後 、

確 定 判 決 の 送 達 日 か ら 履 行 条 件 成 就 日 ま で 、

全 国 銀 行 間 資 金 調 達 セ ン タ ー が 公 表 し た 同 期

間 の 貸 出 市 場 の 見 積 も り 利 率 に 基 づ き 利 息

（ 単 利 ） を 計 算 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

判 決 で 確 定 し た 履 行 条 件 が 成 就 し た 後 も な お

金 銭 給 付 義 務 を 履 行 し な い 場 合 は 、 履 行 遅 滞

期間の債務利息を倍額で支払わなければなら
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ない。

4 . 特 許権無効宣告の審決がな さ れた後にすで

に執 行 さ れ た特許権侵害判決の取り扱い

【事件番号】（2024）最高法知民再1号

【裁判要旨】

①特許権無効宣告の審決がなされた後の執

行行為は、『専利法』第47条第2項に規定され

る、無効宣告が確定した特許権侵害判決に対

して遡及効果を有しない状況には該当せず、

関連する執行金については、通常、執行法院

が執行取消手続きにおいて、執行申請者に対

し、被執行者へすでに取得した財産およびそ

の果実を返還するよう命じなければならず、人

民法院は状況に応じて、再審判決において返

還を命ずることもできる。

②複数の被疑侵害者に関する特許権侵害

判決について、異なる被疑侵害者の賠償義務

の履行時期が異なることにより、『 専利法』第

47条第2項の適用結果に差異が生じ、公平の

原則に反する場合、人民法院は同法第47条

第3 項の規定を適用して処理することができる。

5 . 後 発医薬品出願人が特許情報登録前に第

一 種 声明を行った場合の取扱い

【事件番号】（2023）最高法知民終1593号

【裁判要旨】

医薬品発売許可保有者が所定の期間内に

特許情報を正しく登録したが、後発医薬品出

願人が特許情報登録前に先行して第一種声

明を行った場合、医薬品上市許可保有者は、

合理的な期間内に後発医薬品出願人に対し、

その声明の種類を適時に変更するよう申請す

る機会が与えられる。後発医薬品出願人がそ

の第一種声明を第四種声明に変更する申請

を 行 っ た 場 合 、 ま た は 合 理 的 な 期 間 内 に 変 更

申 請 を 拒 否 し た 場 合 、 あ る い は 他 の 誤 っ た 声

明 へ の 変 更 を 申 請 し た 場 合 、 特 許 権 利 者 が 提

起した医薬品パテントリ ンケージ訴訟について、

人 民 法 院 は 受 理 し 、 実 体 審 理 を 行 わ な け れ ば

ならない。

6 . 医 薬 品 パ テ ン ト リ ン ケ ー ジ 紛 争 事 件 に お い

て 医 薬 品 の 技 術 的 手 段 の 変 更 が あ っ た 場 合

の 取 り 扱い

【事件番号】（2023）京73民初855号

【裁判要旨】

医薬品パテントリンケージ紛争 事 件において、

人 民 法 院 は 、 医 薬 品 審 査 承 認 部 門 が 医 薬 品

の 発 売 認 可 の 可 否 を 審 査 す る 際 の 技 術 的 手

段 を 、 特 許 権 の 保 護 範 囲 に 該 当 す る か 否 か を

判 断 す る 審 理 の 根 拠 と し な け れ ば な ら な い 。

医 薬 品 発 売 許 可 申 請 者 は 、 特 許 権 の 保 護 範

囲 に該 当 する か否 かの判 断に影 響を与え る 技

術 的手段の変 更状況について、人民法 院に遅

滞 な く 、 か つ あ り の ま まに 説 明 す る 義 務 が あ り 、

こ れ に 違 反 し た 場 合 は 、 法 的 に 不 利 益 な 結 果

を負担しなければならない。

7 . 用 途 発 明 特 許 に お け る 発 明 者 の 身 分 の 認

定

【事件番号】（2022）蘇05民初925号

【裁判要旨】

用 途 発 明 特 許 は 、 既 知 の 化 合 物 に 基 づ き 、

その新たな用途を発見することによって形成さ

れ る 発 明 創 造 で あ り 、 そ の 中 核 は 既 知 の 化 合

物 自 体 に あ る の で は な く 、 既 知 の 化 合 物 の 新

た な 用 途 の 発 見 と 応 用 に あ る 。 「 既 存 医 薬 品

の 新 た な 用 途 」 と い う 発 明 構 想 の 提 示 が 研 究

開 発 活 動 に お い て 重 要 な 役 割 を 果 た し た 場 合 、
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発 明 構 想 を 提 示 し た 者 、 具 体 的 な 技 術 的 手 段

の形 成または実質的な改良に実質的に貢献し

た 者 、 お よ び 各 段 階 の 研 究 開 発 に 実 質 的 に 貢

献 し た 者 は、 い ず れ も発 明 者として 列挙 す る こ

とができる。

8 . 使 用環境特徴の認定と 侵害判断

【事件番号】（2022）滬73知民初223号

【裁判要旨】

使 用環境特 徴の認 定は、 係争特許 の発明 の

名 称 、 発 明 の 主 題 、 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る

取 り 付 け 関 係 な ど に 関 す る 記 述 に 基 づ き 、 明

細 書 の 内 容 と 合 わ せ て 総 合 的 に 判 断 す る こ と

が で き る 。係 争 技 術 的手 段 が 係 争特 許 請 求 の

範 囲 に 関 連 す る 使 用 環 境 特 徴 を 備え て い る か

否 か を 検 討す る 際 に は 、 係 争 侵 害 製 品 が 必ず

し も 使 用 環 境 特 徴 に 関 連 す る 部 品 を 有 し て い

る こ と を 要 求 す る も の で は な く 、 係 争 侵 害 製 品

が 使 用 環 境 特 徴 に よ っ て 限 定 さ れ た 使 用 環 境

に適用できれば足りる。

9 . 社 会 道 徳 に 反 し 、 公 共 の 利 益 を 害 す る 祭 祀

用 品 類 の 発明 創 造 に 対し て は 特 許 権 を 付 与 し

て は な ら な い

【事件番号】（2023）最高法知行終2号

【裁判要旨】

① 特 許 制 度 は 、 科 学 技 術 の 進 歩 と 経 済 社 会

の 発 展 を 促 進 で き る 発 明 創 造 を 保 護 す る こ と

を 目 的 と す る 。 科 学 技 術 の 進 歩 と 経 済 社 会 の

発 展 に 実 質 的 な 利 益 を も た ら さ な い 「 発 明 創

造 」 は 、 特 許 保 護 を 受 け て は な ら な い 。 『 専 利

法 』 第 5 条 第 1 項 を 含む具 体 的 条 項 の 解 釈 と 適

用 は 、 い ず れ も 同 法 第 1 条 に 規 定 さ れ る 立 法

目的を基礎としなければならない。

②司法実務においては、社会主義核心価値

観を指針とし、時代の要求と人民大衆が公

認する社会道徳に合致するものを提唱し、

発揚しなければならない。たとえある祭祀

用品が封建的迷信に属する葬祭用品でな

かったとしても、それは『専利法』第5条第

1項に規定される社会道徳に反したり、公

共の利益を害したりする事由に該当する

可能性がある。

1 0 . 特 許 無 効 審 判 の 口 頭 審 理 手 続 き に お け る

特 許 請 求 の 範 囲 の 削 除 に よ る 補 正 の 受 け 入

れ

【事件番号】（2022）最高法知行終870号

【裁判要旨】

特 許 無 効 審 判 の 口 頭 審 理 手 続 き に お い て 、

国 家 知 識 産 権 局 が 補 正 後 の 一 部 の 特 許 請 求

の 範 囲 を 受 け 入 れ る こ と が で き な い と 判 断 し

た 場 合 、 特 許 権 者 に 対 し 、 現 行 の 特 許 請 求 の

範 囲 の 文 書 か ら 受 け 入 れ ら れ な い 請 求 項 を削

除 し 、 残 り の 受 け 入 れ 可 能 な 請 求 項 を 審 査 の

基 礎 と す る こ と を 許 容 し な け れ ば な ら な い 。 当

該 削 除 が 特 許 権 者 に よ る 口 頭 で の 申 し 出 で あ

る か 書 面 に よ る 申 し 出 で あ る か を 問 わ ず 、 国

家知識産権局は一般的にこれを受け入れなけ

れ ば な ら な い 。 口 頭 審 理 に お い て 代 替 ペ ー ジ

が 提 出 さ れ な か っ た 場 合 、 国 家 知 識 産 権 局 は

特 許 権 者 に 対 し 、 所 定 の 期 間 内 に 補 充 提 出 を

要 求 す る こ と が で き る 。 指 定 期 間 内 に 代 替

ペ ー ジ を 補 充 提 出 し な か っ た 場 合 、 特 許 権 者

が 法 律 に 従 っ て 特 許 請 求 の 範 囲 を 補 正 し な

か っ た も の と み な し 、 こ れ に 基 づ い て 対 応 す る

処理を行うことができる。

1 1 . 保 護 を 求 め る 意 匠 が 明 確 に 表 示 さ れ て い

るか 否かの認定
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【事件番号】（2024）最高法知行終672号

【裁判要旨】

一般消費者の知識水準と認識能力に基づ

き、意匠の図面、使用状態図および一般常識

を総合的に考慮した上で、当該意匠特許の図

面に示された意匠が依然として複数のデザイ

ンの可能性がある場合、意匠特許書類が特許

保護を求める製品の意匠を明確に表示してい

ないと認定することができる。

二 . 商 標事件の審判

1 2 . 地理的表示証明商標権侵害を 認定する際

に 考 慮 し な け ればな ら な い要素

【事件番号】（2024）最高法民再21号

【裁判要旨】

被疑侵害行為が地理的表示証明商標権の

侵害を構成するか否かを判断する際は、①被

疑侵害商品が地理的表示商標を使用する条

件を備えているか否か、すなわち、商品が特

定の産地に由来するか否か、②被疑侵害商

品が地理的表示商品の特定の品質を有する

か否か、③被疑侵害行為が関連公衆に対し、

商品の由来および特定の品質について混同・

誤認を生じさせやすいか否かを含む要素を考

慮しなければならない。

1 3 . 商標の先使用の抗弁の認定

【事件番号】（2024）最高法民再218号

【裁判要旨】

商標の先使用の抗弁の権利を適用するには、

商標の先使用権者と登録商標専用権者の利

益の均衡を図る必要がある。同一または類似

の商品において、他人の登録商標と同一また

は類似し、かつ一定の影響力を持つ商標を善

意で先使用した場合、先使用者は従来の範囲

で使用を継続 する権利を有する。た だし、先使

用 が 商 標 出 願 日 よ り 前 で あ っ て も 、 商 標 登 録

者 の 使 用 時 点 よ り 後 で あ り 、 か つ 先 使 用 者 が

知っていたか知るべき であったことを示す証拠

が あ る 場 合 、 先 使 用 の 抗 弁 の 成 立 を 認 め て は

ならない。

1 4 . 景勝地名称の正当使用の認定

【事件番号】（2024）最高法民再123号

【裁判要旨】

表 示 を 単 に 景 観 名 称 を 示 す た め 、 ま た は 当

該 景 観 が 有 す る 関 連 内 容 や 特 徴 を説 明 ・ 記 述

す る た め に 使 用 し 、 必 要 な 限 度 を 超 え ず 、 関

連公衆が一般的な注意を払い、日常生活の経

験 と 合 わ せ て 考 慮 し た 場 合 、 商 品 ま た は サ ー

ビ ス の 由 来 に つ い て 混 同 を 生 じ な い 場 合 は 、

当 該 表 示 の 正 当 か つ 合 理 的 な 使 用 に 該 当 し 、

商標権侵害とはならない。

1 5 . 侵 害 に よ る 利 益 獲 得 を 証 明 す る 証 拠 が あ

る 場 合 、 損 害 賠 償 額 の 確 定 に お い て 侵 害 に よ

る利 益獲得を 優先的に根拠と する

【事件番号】（2023）最高法民再178号

【裁判要旨】

『 商 標 法 』 第 6 3 条 は 、 損 害 賠 償 額 の 算 定 方

法 の 適 用 順 序 を 規 定 し て お り 、 損 害 賠 償 額 を

確 定 す る 際 、 人 民 法 院 は 、 権 利 者 の 実 際 の 損

失 、 侵 害 者 の 侵 害 に よ る 利 益 、 お よ び 合 理 的

な ラ イ セ ン ス 料 を 算 定 方 法 と し て 優 先 的 に 適

用 し な け れ ば な ら な い 。 実 際 の 損 失 、 侵 害 に

よる利益、およびライ センス料のいずれも確定

す る こ と が 困 難 な 場 合 に 限 り 、 法 定 賠 償 を 適

用する。

1 6 . 小 売 サ ー ビ ス と 「 他 人 の た め の 販 売 促 進 」

サ ー ビス が類似するか否かの判断
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【事件番号】（2022）蘇民終356号

【裁判要旨】

商 品 販 売 者 が 最 終 消 費 者 に 提 供 す る 小 売

サ ー ビ ス は 、 そ の 目 的 、 内 容 、 方法 、 対 象 から

見 て 、 第 35 類 の 「 他 人 の た め の 販 売 促 進 」

サ ー ビ ス と 高 い 類 似 性 を 有 す る 。 小 売 サ ー ビ

ス を 提 供 す る 過 程 に お い て 、 許 可 な く 第 35 類

の 「 他 人 の た め の 販 売 促 進 」 商 標 と 同 一 の 表

示 を 使 用 す る こ と が 、 関 連 公 衆 に サ ー ビ ス の

由 来 に つ い て 混 同 ・ 誤 認 を 生 じ さ せ や す い 場

合、商標権侵害を構成すると認定される。

1 7 . 医 薬 品 商 標 権 侵 害 事 件 に お け る 表 示 の 貢

献 率 の算定および懲罰的賠償の適用

【事件番号】（2021）蘇05民初437号

【裁判要旨】

① 医 薬 品 商 標 権 侵 害 事 件 に お い て は 、 医 薬

品 分 野 の マ ク ロ 的 な 発 展 動 向 、 消 費 者 が 医 薬

品 を 購 入 す る 際 の ミ ク ロ 的 な 視 点 、 特 定 の 医

薬 品 業 界 へ の 参 入 障 壁 、 先 発 医 薬 品 と 後 発

医 薬 品 の 技 術 的 差 異 、 お よ び 製 薬 企 業 自 体

の 知 名 度 な ど の 要 素 を 総 合 的 に 考 慮 し 、 係 争

表 示 が 被 疑 侵 害 医 薬 品 の 利 益 に 対 す る 貢 献

率を合理的に確定すべきである。

② 被 疑 侵 害 者 が 権 利 者 の 株 主 で あ り 、 か つ

同 業 者 で あ る 場 合 、 持 株 関 係 が 終 了 し た 後 、

同 一の商 品にお いて権利 者の商 標と類似 する

表 示 の 登 録 出 願 ・ 使 用 を 行 い 、 か つ 行 政 判 決

で当該商標の無効宣告が確定した後も侵害行

為を停止せず、かつ当該医薬品が強い注意喚

起を 要し、混 同を生じさせ や す い医 薬品であり 、

侵害 行為が人体の健康を害するお それがある

場 合 、 商 標 法 に 規 定 さ れ る 「 悪 意 に よ り 商 標

専用権を侵害し、情状が深刻である」場合に

該 当 し 、 法 律 に 従 っ て 懲 罰 的 損 害 賠 償 を 適 用

することができる。

1 8 . 商 品 の 外 観 に 基 づ く 商 標 登 録 出 願 に お け

る顕 著性の判断

【事件番号】（2024）最高法行申5449号

【裁判要旨】

商 品 の 外 観 の 形 式 で 出 願 さ れ た 係 争 商 標 に

つ い て 、 出 願 人 が そ の 実 際 の 使 用 行 為 を 通 じ

て 、 関 連 公 衆 が 係 争 商 標 を 単 な る 商 品 の 外 観

で は な く 、 商 品 の 出 所 を 識 別 す る た め の 標 識

と し て 認 識 で き る よ う に な っ た こ と を 証 明 す る

十 分 な 証 拠 を 提 供 で き な い 場 合 、 当 該 係 争 商

標は顕著な特徴を有しない。

1 9 . 商 標 登 録 が 他 人 の 先 使 用 ド メ イ ン 名 権 を

侵 害 す るか否かの認定

【事件番号】（2024）最高法行再244号

【裁判要旨】

係 争 商 標 の 登 録 が 他 人 の 先 使 用 ド メ イ ン 名

の 権 利 を 侵 害 す る と 認 定 す る に は 、 ① ド メ イ ン

名 が 先 に 登 録 さ れ て お り 、 一 定 の 知 名 度 を 有

し て い る こ と 、 ② ド メ イ ン 名 運 営 者 が 提 供 す る

商 品 ま た は サ ー ビ ス が 、 係 争 商 標 が 指 定 使 用

さ れ る 商 品 ま た は サ ー ビ ス と 同 一 ま た は 類 似

し て い る こ と 、 ③ 係 争 商 標 が 当 該 ド メ イ ン 名 と

同 一 ま た は 近 似 し て お り 、 関 連 公 衆 に 混 同 ・

誤 認 を 生 じ さ せ や す い こ と を 含 む 要 件 を 同 時

に 満 た す 必 要 が あ る 。 ド メ イ ン 名 運 営 者 が 提

供 す る 商 品 ま た は サ ー ビ ス の 宣 伝 お よ び 使 用

証 拠 は 、 そ の 知 名 度 の 有 無 を認 定す る 事 実 上

の根拠となり得る。

2 0 . 『 商 標 法 』 第 4 4 条 「 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ

る商 標登録」の適用

【事件番号】（2024）最高法行再88号
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【裁判要旨】

係 争 商 標 が 『 商 標 法 』 第 44 条 第 1 項 に 規 定

さ れ る 「 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ る 商 標 登 録 」 に

該 当 す る か 否 か を 判 断 す る 際 に は 、 商 標 出 願

人 が 出 願した 商 標 の 数が 一 定 の規模 に達して

い る こ と の み を も っ て 、 当 該 状 況 に 該 当 す る と

認 定 し て は な ら な い 。 係 争 商 標 の 出 願 に 真 の

使 用 意 図 が あ る こ と 、 ま た は す で に 商 標 を 実

際に商 業使用していることを証明で き、かつ係

争 商 標 の 出 願 に 合 理 性 ま た は 正 当 性 が あ る

場 合 、 通 常 、 係 争 商 標 が 同 条 の 指 す 状 況 に 該

当すると認定してはならない。

2 1 . 商 標 の 連 続 3 年 不 使 用 に よ る 取 消 事 件 に

お け る 指定使用商品の認定

【事件番号】（2024）最高法行再51号

【裁判要旨】

係 争 商 標 が 実 際 に 使 用 さ れ て い る 商 品 が

『類似商品およびサ ー ビス区分表』に規定され

る規範的な商品名称に該当しなくても、その商

品 が 当 該 商 標 の 指 定 使 用 商 品 と 本 質 的 に 同

一 の 商 品 で あ る 場 合 、 ま た は 実 際 に 使 用 さ れ

て い る 商 品 が 指 定 使 用 商 品 の 下 位 概 念 で あ

る 場 合 、 指 定 使 用 商 品 に 対 す る 使 用 に 該 当 す

る と 認 定 で き る 。 『 類 似 商 品 お よ び サ ー ビ ス 区

分 表 』 が 係 争 商 標 の 登 録 後 に 変 更 さ れ た 場 合

でも、上記の認定には影響しない。

2 2 . ゲ ー ム 配 信 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 行 為 が 「 他

人 の た め の 販 売 促 進 」 サ ー ビ ス に 該 当 す る か

否 か の認定

【事件番号】（2024）京行終6099号

【裁判要旨】

ゲ ー ム 配 信 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 自 ら の ト ラ

フ ィ ッ ク と ユ ー ザ ー リ ソ ー ス の 優 位 性 を 活 用 し 、

ゲ ー ム 配 信 、 ゲ ー ム の ダ ウ ン ロ ー ド お よ び

フ ォ ー ラ ム の 提 供 、 プ ロ モ ー シ ョ ン 活 動 の 展 開

な ど を 通 じ て 、 提 携 ゲ ー ム の 宣 伝 ・ プ ロ モ ー

シ ョ ン を 行 い 、 そ れ に よ り 提 携 ゲ ー ム の ダ ウ ン

ロ ー ド 数 お よ び 課 金 額 を 増 加 さ せ る こ と で 、 レ

ベ ニ ュ ー シ ェ ア を 得 る 行 為 は 、 他 人 の 商 品 ま

た は サ ー ビ ス の 販 売 の た め に 企 画 ・ 宣 伝 を 提

供 し た も の と 認 め ら れ 、 『 類 似 商 品 お よ び サ ー

ビ ス 区 分 表 』 第 35 類 の 「 他 人 の た め の 販 売 促

進」サービスに該当する。

三 . 著 作権事件の審判

2 3 . 実 用 芸 術 作 品 は 美 術 作 品 と し て 『 著 作 権

法 』 に よる保護の対象と な り得る

【事件番号】（2023）最高法民再40号

【裁判要旨】

実 用 性 と 芸 術 性 を 兼 ね 備 え る 可 能 性 の あ

る 造 形 ま た は デ ザ イ ン に つ い て は 、 当 事 者 は

『 著 作 権 法 』 に よ る 保 護 を 選 択 す る こ と も 、 『 専

利 法 』 に お け る 意 匠 に よ る 保 護 を選 択 す る こ と

も 可 能 で あ り 、 保 護 の 重 点 は そ れ ぞ れ 異 な る 。

著 作 権 保 護 を 主 張 す る 場 合 、 中 国 の 『 著 作 権

法 』 の 現 行 制 度 に 基 づ き 、 主 張 す る 作 品 が 美

術作 品の形式的要件を満た すか、かつ独創性

の 実 質 的 要 件 を 備 え て い る か を 判 断 し な け れ

ば な ら ず 、 美 術 作 品 以 外 に 別 個 の 作 品 種 類 を

確 立 す る 必 要 は な く 、 独 創 性 に つ い て も 別 段

要件を課す必要はない。

2 4 . コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア の 頒 布 権 の 権 利

消 尽

【事件番号】（2022）最高法知民終1460号

【裁判要旨】

① コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア が 特 定 の ハ ー ド

ウェアと組み合わせて使用する必要がある
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場 合 、 権 利 者 が ハ ー ド ウ ェ ア と コ ン ピ ュ ー タ ソ

フ ト ウ ェ ア を 組 み 合 わ せ て 販 売 す る 行 為 は 、

有 体 物 の 媒 体 を 通 じ た ソ フ ト ウ ェ ア の 頒 布 形

態 と み な さ れ 、 情 況 に 応 じ て 、 頒 布 権 の 権 利

消 尽 原 則 を 適 用 す る こ と が で き る 。 取 得 者 が

合 理 的 な 対 価 を 支 払 っ た 後 、 対 応 す る ソ フ ト

ウェア著作物の原作品または複製物の所有権

を 取 得 し 、 自 己 で 使 用 す る か 、 第 三 者 へ 譲 渡

す る 権 利 を 有 す る 。 権 利 者 が 前 述 の ソ フ ト ウ ェ

ア の 使 用 範 囲 、 転 売 な ど に 対 し て 設 け た 制 限

は 、 そ れ と 契 約 関 係 の な い 取 得 者 お よ び 当 該

取 得 者 か ら 合 法 的 に ソ フ ト ウ ェ ア の 原 作 品 ま

た は 複 製 物 を 譲 り 受 け た 第 三 者 に 対 し て 当 然

に 拘束 力を有しな い 。 ただ し、 当該取 得 者ま た

は 第 三 者 は 、 合 法 的 な 使 用 目 的 を達 成 す る 場

合 を 除 き 、 ソ フ ト ウ ェ ア を 無 断 複 製 し て は な ら

ず 、 ま た ソ フ ト ウ ェ ア の 原 作 品 ま た は 複 製 物 を

譲 渡 し た 後 、 ソ フ ト ウ ェ ア 複 製 物 を 再 度 使 用 し

てはならない。

② 合 法 的 な ソ フ ト ウ ェ ア 複 製 物 の 所 有 者 が

許 可 な し に 改 変 後 の ソ フ ト ウ ェ ア を い か な る 第

三 者 に も 提 供 し て は な ら な い と い う 制 限 は 、 主

に 、 ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 者 の 許 可 な し に 改 変 後

の ソ フ ト ウ ェ ア を 主 な 取 引 対 象 と す る 場 合 を 指

す 。 主 な 取 引 対 象 が ハ ー ド ウ ェ ア で あ り 、 ソ フ

ト ウ ェ ア が 単 に ハ ー ド ウ ェ ア と 組み 合 わ せ て 使

用 さ れ る 場 合 、 組 み 合 わ せ て 使 用 さ れ る ハ ー

ド ウ ェ ア の 取 引 に 伴 い 、 改 変 後 の ソ フ ト ウ ェ ア

の 所 有権 が同 時に 譲渡され る 状況に お いて は、

通常、ソフトウェア著作権者の許可を得る必要

がない。

2 5 . 美術作品の実質的類似の認定

【事件番号】（2019）京73民初1376号

【裁判要旨】

美 術 作品が 実 質 的 類似 を 構成 す る か 否 かを

判 断 す る 際 、 通 常 、 一 般 の 観 察 者 の 視 点 に 立

ち 、 美 術 作 品 の 視 覚 的 イ メ ー ジ の 特 徴 を 考 慮

し 、 構 成 要 素 、 表 現 形 式 、 全 体 的 視 覚 効 果 に

お い て 、 美 術 作 品 に 反 映 さ れ る 芸 術 的 造 形 の

表 現 に 対 し て 全 体 的 に 認 定 し 、 総 合 的 に 判 断

しなければならない。両者が全体としてわずか

な 差異し か存 在 せず 、一 般 の観 察者 が 意図的

に 差 異 を 探 さ な い 限 り 、 こ れ ら の 差 異 を 見 落 と

し が ち に な る 場 合 、 両 者 が 実 質 的 類 似 を 構 成

すると認 定で き る。 比較 対 象となる権 利絵 画と

侵 害 絵 画 の 数 が い ず れ も 多 い 場 合 、 す べ て の

係 争 画 作 を 全 体 的 に 考 慮 し 、 同 時 に 作 者 の 創

作 経 歴 、 創 作 方 法 、 創 作 ス タ イ ル な ど の 要 素

を 組 み 合 わ せ て 、 侵 害 が 成 立 す る か 否 か を 総

合的に判断することができる。

2 6 . 途 中 で 退 出 し た 映 像 作 品 脚 本 の 制 作 に 関

わ る 脚本家の氏名表示権の認定

【事件番号】（2020）京0108民初39696号

【裁判要旨】

途 中 で 映 像 作 品 の 脚 本 制 作 か ら 退 出 し た 脚

本 家 が 当 該 映 像 作 品 に 関 し て 脚 本 家 と し て の

氏 名 表 示 権 を 享 有 す るか 否 か は 、そ の 者 が 締

結した 脚本制作委託契約の条項、映像作品が

当 該 脚 本 家 が 制 作 し た 脚 本 の 独 創 的 内 容 を

使 用 し て い る か ど う か 、 お よ び 使 用 割 合 が 映

像 作 品 に 対 し て 実 質 的 貢 献 を 有 す る か ど う か

な ど の 要 素 を 組 み 合 わ せ て 総 合 的 に 判 断 し な

け れ ば な ら な い 。 脚 本 制 作 委 託 契 約 に お い て 、

契 約 解 除 後 の 脚 本 家 の 氏 名 表 示 権 の 行 使 に

つ い て 明 確 な 定 め が な い 場 合 、 映 像 作 品 が 当

該 脚 本 家 が 制 作 し た 脚 本 の 独 創 的 内 容 を 使

用 す る 割 合 が 当 該 映 像 作 品 に 対 す る 実 質 的

貢献の程度に達するときは、当該脚本家が
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氏名表示権を享有すると認定される。

2 7 . 車 載 シ ス テ ム に お け る コ ン テ ン ツ 提 供 主 体

の 著 作権侵害の認定

【事件番号】（2023）京0491民初11731号

【裁判要旨】

動 画 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 運 営 事 業 者 は 、 そ

の 車 載 端 末 ア プ リ の ネ ッ ト ワ ー ク サ ー バ ー 内

に 存 在 す る 侵 害 動 画 の 提 供 行 為 に つ い て 、 情

報 ネ ッ ト ワ ー ク 伝 達 権 侵 害 の 責 任 を 負 わ な け

れ ば な ら な い 。 車 載 シ ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア の 運

営 事 業 者 が 、 動 画 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 業 者 の 車

載 端 末 ア プ リ の 公 開 、 展 示 、 宣 伝 に 関 与 し 、

サ ー ビ ス プ ラ ン を 提 供 し た 場 合 、 当 該 事 業 者

は 係 争 作 品 の 提 供 行 為 へ の 参 加 者 お よ び 利

益 享 受 者 で あ る た め 、 法 律 に 従 っ て 動 画 プ

ラッ トフォ ー ム業者と連帯責任を負わなければ

ならない。

2 8 . ア ル ゴ リ ズ ム を 用 い た 統 括 集 収 約 行 為 の

実 施 は ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス 事 業 者 の 注 意 義

務 を 高 め る

【事件番号】（2022）滬0115民初29412号

【裁判要旨】

動 画 共 有 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 著 作 権 侵 害 の

幇 助 行 為 を 構 成 す る か 否 か を 認 定 す る 際 、 技

術 そのものの 中立性と技術 応用の非中 立性を

区 別 し な け れ ば な ら な い 。 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が

大 量 の 侵 害 シ ョ ー ト 動 画 を 権 利 作 品 と の 関 連

性 を 基 に 、 あ る ト ピ ッ ク や カ テ ゴ リ に 整 理 し 、 さ

ら に す べ て の ユ ー ザ ー に 統 括 し て 提 示 す る 行

為 に は、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 主 観的意 図 が 含ま

れ る 。 こ の よ う な ア ル ゴ リ ズ ム に よ る 統 括 集 収

行 為 を 実 施 す る こ と は 、 ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス

事業者の注意義務を高め、さらにその者が

「 知 る べ き で あ っ た 」 状 態 に 該 当 す る か 否 か の

認定に影響を及ぼす。

2 9 . 生 成 型 AI （ 人 工 知 能） サ ー ビ ス 事 業 者の 侵

害 責 任の認定

【事件番号】

第一審：（2024）浙01 92民初158 7号

第二審：（2024）浙01 民終10 332 号

【裁判要旨】

① サ ー ビ ス 事 業 者 が 生 成 型 AI サ ー ビ ス を 提

供 す る 場 合 、 そ の 行 為 が 幇 助 侵 害 を 構 成 す る

か 否 か は 、 サ ー ビ ス 事 業 者 の 収 益 モ デ ル 、 権

利 作 品 の 知 名 度 と 影 響 力 、 侵 害 事 実 の 明 ら か

さ 、 A I 技 術 の 発 展 水 準 、 損 害 回 避 の た め の 代

替 設 計 の 実 現 可 能 性 と コ ス ト 、 講 じ 得 る 必 要

な 措 置 と そ の 効 果 、 侵 害 責 任 の 負 担 が 業 界 に

与 え る 影 響 な ど の 要 素 を 総 合 的 に 考 慮 し 、 過

失 の 認 定 基 準 を 動 的 に 調 整 し 、 サ ー ビ ス 事 業

者 の 注 意 義 務 を そ の 情 報 管 理 能 力 に 見 合 っ

た合理的な範囲に収めなければならない。

② 生 成 型 AI サ ー ビ ス は 、 信 義 誠 実 の 原 則 と

公 認 の 商 業 道 徳 に 反 し 、 市 場 競 争 秩 序 を 乱 し 、

他 の 事 業 者 ま た は 消 費 者 の 合 法 的 権 益 を 損

な う 場 合 に 限 り 、 『 不 正 競 争 防 止 法 』 の 規 制 対

象となる。

3 0 . ク ラ ウ ド ス ト レ ー ジ サ ー ビ ス 事 業 者 の 直 接

侵 害 と 必要な 措置の有無の認定

【事件番号】 （2022）粤民再59号

【裁判要旨】

① ク ラ ウ ド ス ト レ ー ジ サ ー ビ ス 事 業 者 が 採

用 す る 「 同 一 フ ァ イ ル の 統 合 保 存 」 技 術 は 、 作

品 の 出 所 を 変 更 す る も の で は な い 。 ク ラ ウ ド ス

ト レ ー ジ サ ー ビ ス 事 業 者 が 第 三 者 に 代 わ っ て

ユーザーにダウンロードされる作品を提供した
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か 否 か を 判 断 す る に は 、 作 品 の ダ ウ ン ロ ー ド

過 程 に お い て 、 ク ラ ウ ド ス ト レ ー ジ と 第 三 者

ネ ッ ト ワ ー ク ノ ー ド 間 で 実 際 の 作 品 コ ン テ ン ツ

デ ー タ が 転 送 さ れ た か 否 か を 明 ら か に し な け

れ ば な ら な い 。 作 品 コ ン テ ン ツ デ ー タ が 完 全に

第 三 者 ネ ッ ト ワ ー ク ノ ー ド か ら ク ラ ウ ド ス ト レ ー

ジ へ 転 送 さ れ た 場 合 、 ク ラ ウ ド ス ト レ ー ジ は ダ

ウ ン ロ ー ド ツ ー ル に 過 ぎ ず 、 作 品 の 情 報 ネ ッ ト

ワ ー ク 伝 達 権 に 対 す る 直 接 侵 害 を 構 成 し な い 。

② ユ ー ザ ー が 侵 害 作 品 を 共 有 す る 行 為 に 対

し て 、 ク ラ ウ ド ス ト レ ー ジ サ ー ビ ス 事 業 者 は 、

当 該 侵 害 行為 の 継 続を阻 止 し、 当該 侵 害 行 為

と 同 一 の 行 為 の 継 続 を 阻 止 し 、 当 該 侵 害 行 為

と 同 一 の 行 為 の 発 生 を予 防 す る た め に 必 要 な

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 非 人 気 作 品 で

侵 害 が 深 刻 で な い 場 合、 侵 害 リ ン クを 遮 断し 、

か つ 侵 害 リ ン ク が 指 し 示 す フ ァ イ ル の 「 共 有 」

機 能 を ブ ロ ッ ク す る こ と で 、 前 述 の 阻 止 お よ び

予防効果を基本的に達成し得る。

四 . 競 争事件の審判

3 1 . 一定の影響力を 有する企業の商号の認定

【事件番号】（2023）最高法民終418号

【裁判要旨】

『不 正競争 防止法』第6条 第2項に規定さ れ

る 「 一 定 の 影 響 力 を 有 す る 商 号 」 に 該 当 す る

か 否 か の 判 断 は 、 被 疑 侵 害 商 号 の 使 用 開 始

時 点 を 基 準 と し 、 中 国 国 内 に お け る 関 連 公 衆

の 認知 度、商 品の 販売期 間・地域・数 量・対象 、

宣 伝 期 間 ・ 程 度 ・ 地 域 範 囲 、 標 識 の 保 護 状 況

な ど の 要 素 を 総 合 的 に 考 慮 し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。 被 疑 侵 害 者 が 、 他 人 に よ る 先 使 用

の 商 号 を 知 っ て い た 場 合 、 先 の 商 号 の 市 場 認

知 度 が 被 疑 侵 害 者 に 及 ん で い た も の と み な す

ことができる。

3 2 . 技 術 秘 密 侵 害 行 為 の 全 体 的 判 断 と 侵 害 停

止 の 民事責任の具体的な負担方法

【事件番号】（2023）最高法知民終1590号

【裁判要旨】

①組織的・計画的に他企業の人材および技

術 を 大 規 模 に 引 き 抜 く こ と か ら 生 じ た 技 術 秘

密 侵 害 行 為 に つ い て 、人 民 法 院 は 審 理 に お い

て 、 全 体 的 な 分 析 と 総 合 的 な 判 断 を 行 わ な け

れ ば な ら な い 。 被 疑 侵 害 者 が 、 独 立 し た 研 究

開 発 に必 要な 合理 的 期間を 明らかに下回 る期

間 で 、 係 争 技 術 秘 密 に 関 連 す る 製 品 を 生 産 し 、

被 疑 侵 害 者 に 係 争 技 術 秘 密 を 取 得 す る 経 路

ま た は 機 会 が あ っ た 場 合 、 侵 害 の 可 能 性 が 極

めて高い ため、技術秘密 権利者 の侵 害行為に

関 す る 立 証 負 担 を さ ら に 軽 減 し 、 被 疑 侵 害 者

が 権 利 者 の 技 術 秘 密 を 侵 害 し た 行 為 を 実 施 し

た と 直 接 推 定 し な け れ ば な ら な い 。 被 疑 侵 害

者 が 技 術 秘 密 侵 害 行 為 の 実 施 を 否 認 す る 場

合、反証を提出しなければならない。

② 侵 害 行 為 の 効 果 的 な 阻 止 と 抑 止 、 お よ び

裁 判 の 執 行 可 能 性 の 強 化 の た め 、 人 民 法 院

は 侵 害 停 止 の 民 事 責 任 の 具 体 的 な 負 担 方 法

を確定 する際、 権利者の侵 害停止責任 の負担

に 関 す る 具 体 的 請 求 に 基 づ き 、 必 要 に 応 じ て

職 権 で 侵 害 停 止 の 具 体 的 な 方 法 、 内 容 、 範 囲

を 直 接 確 定 す る こ と も で き る 。 保 護 対 象 と な る

権益の性質と侵害行為の悪質性、特に侵害行

為 の 現 実 的 な 危 害 状 態 お よ び 将 来 の 侵 害 継

続 の 可 能 性 を 十 分 に 考 慮 し た 上 で 、 当 該 権 益

を 保 護 す る た め の 具 体 的 措 置 の 必 要 性 、 合 理

性 、 執 行 可 能 性 な ど の 要 素 を 重 点 的 に 考 慮 し

なければならない。

③ 事 件 の 具 体 的 状 況 に 応 じ て 、 技 術 秘 密 侵

害停止の具体的な措置には、以下のものが含
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まれる。

ア ） 係 争 技 術 秘 密 を 使 用 し た 自 社 製 造 ま た

は 第 三 者 への 委 託 製 造を 停止し 、係 争 技 術 秘

密 を 使 用 し て 製 造 さ れ た 関 連 製 品 の 販 売 を 停

止すること。

イ） 真の権利 者の同 意を得ずに、不 正取得し

た係争技術 秘密に基づいて出願された関連特

許 に 対 す る 侵 害 者 自 身 に よ る 実 施 、 他 者 へ の

実 施 許 諾 、 譲 渡 、 質 入 れ 、 そ の 他 の 方 法 に よ

り 処 分 す る こ と （ 悪 意 の あ る 特 許 権 の 放 棄 を

含む）を禁止すること。

ウ ） 人 民 法 院 の 監 督 ま た は 権 利 者 の 立 ち 会

い の 下 で 、 侵 害 者 お よ び 関 係 組 織 ・ 個 人 が 保

有 ま た は 管 理 す る 係 争 技 術 秘 密 を記 載 し た 媒

体 を 破 棄 す る か 、 技 術 秘 密 権 利 者 に 引 き 渡 す

こと。

エ ） 公 告 お よ び ／ ま た は 内 部 通 知 の 形 式 に

よ り 、 会 社 の 株 主 、 上 級 管 理 職 、 関 連 従 業 員 、

関 連 会 社 、 お よ び 係 争 技 術 秘 密 を 知 り 得 る 上

流 ・ 下 流 の 事 業 者 な ど に 対 し 、 人 民 法 院 の 判

決 に お け る 侵 害 停 止 要 求 の 積 極 的 な 履 行 へ

の 協 力 を 通 知 し 、 企 業 内 部 の 知 的 財 産 権 コ ン

プ ラ イ ア ン ス 運 営 に 関 す る 明 確 な 指 針 を 示 す

こと。

オ ） 関 連 す る 侵 害 停 止 の 要 求 を 、 技 術 秘 密

権 利 者 か ら 離 職 し て 侵 害 者 お よ び そ の 関 連 会

社 に 転 職 し た 関 連 従 業 員 、 侵 害 者 お よ び そ の

関 連 会 社 の そ の 他 す べ て の 関 連 研 究 開 発 業

務 の 責 任 者 ま た は 参 加 者 （ 関 連 上 級 管 理 職 を

含 む ） 、 な ら び に 係 争 技 術 秘 密 を 知 り 得 る 上

流 ・ 下 流 の 事 業 者 に 対 し て 個 別 に 通 知 し 、 彼

ら と 係 争 営 業 秘 密 の 保 持 お よ び 非 侵 害 を 約 束

する誓約書を締結させること。

④ 判 決 の 適 時 か つ 全 面 的 な 執 行 を 確 保 す る

た め 、 人 民 法 院 は 事 件 の 具 体 的 な 状 況 に 応 じ

て 、 侵 害 行 為 の 性 質 、 情 状 、 侵 害 停 止 な ど の

金 銭 給 付 以 外 の 義 務 不 履 行 に よ り 生 じ 得 る 損

害 と 悪 影 響 、 お よ び 判 決 の 抑 止 力 強 化 な ど の

要 素 を 総 合 的 に 考 慮 し 、 判 決 に 関 わ る 金 銭 給

付 以 外 の 義 務 の 履 行 遅 滞 に よ る 損 害 金 の 算

定 基 準 を 併 せ て 明 確 化 す る こ と が で き る 。 当

該 算 定 基 準 は 、 状 況 に 応 じ て 日 単 位 ま た は 月

単 位 な ど の 期 間 で 計 算 す る か 、 一 括 定 額 計 算

とすることができる。

3 3 . 営業秘密侵害行為お よび侵害責任の認定

【 事 件番号】（2022）最高法知民終1592号

【裁判要旨】

① 被疑 侵害 者 が 先に実 施し た 営業 秘 密侵 害

行 為 に 基 づ き 、 営 業 秘 密 を 不 正 に 取 得 ・ 使 用

し て お り 、 権 利 者 が 提 出 し た 証 拠 に よ り 被 疑

侵 害 者 が 再 度 同 様 の 行 為 を 実 施 し た こ と を 初

歩 的 に 証 明 で き る 場 合 で 、 被 疑 侵 害 者 が こ れ

に 反 駁 す る 十 分 な 証 拠 を 提 出 で き な い 限 り 、

権 利 者 に よ る 被 疑 侵 害 者 が 営 業 秘 密 侵 害 行

為 を 継 続 し て 実 施 し て い る と の 主 張 が 成 立 す

ると認定できる。

② 従 業 員 が 元 の 所 属 企 業 に 在 職 中 に 、 配 偶

者 な ど の 第 三 者 の 名 義 に よ り 持 株 方 式 で 会 社

を 設 立 し 、 営 業 秘 密 侵 害 行 為 の 実 施 に 関 与 し

た 場 合 、 当 該 従 業 員 と会 社 は 共 同 で 侵 害 行 為

を構成し、連帯責任を負わなければならない。

③コンピュータソフトウェアと特定のデータが

唯 一 の 対 応 関 係 に あ り 、 両 者 を 分 離 し て 使 用

で き な い 場 合 、 既 存 の 証 拠 に 基 づ き 、 被 疑 侵

害 者 が 特 定 の デ ー タ を 使 用 し た 事 実 を 十 分 に

認 定 で き る と き は 、 当 該 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ

アも同時に使用したものと併せて認定できる。
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④ 権 利 者 が 権 利 主 張 を 怠 っ た こ と 、 ま た は

侵 害 行 為 を 放 任 し た こ と を 証 明 す る 証 拠 が な

い 場 合 、 被 疑 侵 害 者 が 訴 訟 時 効 を 理 由 に 、 提

訴 日 の3 年前 ま で の 侵害 損 害 賠償責 任 のみ の

算定を主張しても、人民法院は支持しない。

3 4 . チケット争奪ソフトウェ アの不正性の認定

【事件番号】（2024）京0101民初4607号

【裁判要旨】

チ ケ ッ ト 争 奪 ソ フ ト ウ ェ ア は 技 術 的 手 段 を 利

用 し て 、 対 象 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の ユ ー ザ ー に 不

正 に チ ケ ッ ト 争 奪 上 の 優 位 性 を 提 供 し 、 プ ラ ッ

ト フ ォ ー ム の チ ケ ッ ト 購 入 規 則 を 破 り 、 プ ラ ッ ト

フ ォ ー ム の 競 争 上 の 利 益 を 損 な う と 同 時 に 、

消 費 者 の 合 法 的 権 益 と 長 期 的 利 益 を 損 な い 、

公 正 な 市 場 競 争 秩 序 を 乱 す た め 、 不 正 競 争 を

構成すると認定される。

3 5 . データ 使用行為の不正性の認定

【事件番号】（2023）滬0114民初13000号

【裁判要旨】

権 利 者 が ユ ー ザ ー の 同 意 を 得 て 関 連 情 報 を

収 集 、 使 用 、 整 理 、 保 存 、 集 積 し て 形 成 し た 、

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の ユ ー ザ ー 情 報 や 作 品 内 容

情 報 に 基 づ く デ ー タ 集 合 体 に 対 し 、 権 利 者 は

当 該 デ ー タ に つ い て 合 法 的 な 管 理 、 使 用 、 運

用 な ど の 権 能 を 含 む 財 産 的 権 益 を 有 す る 。 被

訴 侵 害 者 が 無 断 で 技 術 的 手 段 を 通 じ て 非 公

開 デ ー タ を 取 得 し 、 自 ら 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト

で 表 示 し 、 そ れ を 利 用 し て 有 償 取 引 サ ー ビ ス

を 展 開 す る 行 為 は 、 そ の デ ー タ の 取 得 ・ 使 用

方 法 が 合 理 的 な 限 度 を 超 え 、 商 業 道 徳 に 反 し 、

市場競争秩序を乱すため、不正性を有する。

3 6 . 技術秘密の非公知性の認定

【事件番号】（2022）鄂01知民初707号

【裁判要旨】

技 術 情 報 の 個 々 の ス テ ッ プ ま た は 一 部 の パ

ラ メ ー タ が す で に 公 共 領 域 に 存 在 し て い た と し

て も 、 複 数 の ス テ ッ プ お よ び パ ラ メ ー タ が 結 合

さ れ た 全 体 と し て の 技 術 的 手 段 が 当 該 業 界 で

周知となっていない場合、依然として技術秘密

として保護の対象となり得る。技術秘密を構成

す る か 否 か を 認 定 す る に は 、 厳 格 に 技 術 秘 密

の 構 成 要 件 に 基 づ い て 審 査 し な け れ ば な ら ず 、

『 専 利 法 』 に お け る 技 術 的 手 段 の 新 規 性 や 創

造 性 （ 進 歩 性 ） に 関 す る 評 価 基 準 を 借 り て 判

断してはならない。

3 7 . 技 術 的 中 立 の 抗 弁 が 成 立 す る か 否 か の 判

断 基 準

【事件番号】（2024）渝0192民初2546号

【裁判要旨】

ネ ッ ト ワ ー ク 不 正 競 争紛 争 事 件 に お い て 、 事

業 者 が 技 術 的 中 立 を 抗 弁 事 由 と す る 場 合 、 そ

の 技 術 の 使用 方 法 が 正当 性を 有 する か ど う か 、

お よ び 実 質 的 な 非 侵 害 用 途 を 有 す る か ど う か

を 判 断 基 準 と し な け れ ば な ら な い 。 中 立 性 技

術 の 使 用 が ネ ッ ト ワ ー ク プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の

ユ ー ザ ー の 意 思 を 突 破 し 、 ネ ッ ト ワ ー ク プ ラ ッ

ト フ ォ ー ム の 技 術 的 設 定 を 迂 回 す る 場 合 、 そ

れ は 不 正 性 を 有 す る 。事 業 者 は そ の 技 術 が 実

質 的 な 非 侵 害 用 途 を 有 す る こ と を 証 明 し な け

れ ば な ら ず 、 証 明 で き な い 場 合 は 、 主 観 的 過

失 が あ っ た も の と 認 定 さ れ 、 相 応 の 侵 害 責 任

を負わなければならない。

3 8 . 共 同 の 取 引 拒 絶 に 関 わ る ハ ブ ・ ア ン ド ・ ス

ポーク型 協 定は水平的独占協定を構成する

【事件番号】（2023）最高法知民終653号

【裁判要旨】
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複数の事業者が競争関係にある他の事業者

と の 取 引 を 共 同 で 拒 絶 す る 場 合 、 通 常 、 共 同

の取引拒絶に関する水平的協定を締結するだ

け で な く 、 上流 ・ 下 流 の 事 業 者 を 巻き 込 ん だ 縱

の 取 り 決 め を 通 じ て 、 当 該 反 競 争 効 果 の 実 現

を 保 証 ま た は 強 化 す る 必 要 が あ る 。 こ の 種 の

縱 の 取 り 決 め は 、 競 争 関 係 に あ る 事 業 者 に

よ っ て 実 施 さ れ る 共 同 の 取 引 拒 絶 行 為 の 重 要

な 内 容 ま た は 手 段 で あ り 、 通 常 、 当 該 共 同 の

取 引 拒 絶 行 為 が 水 平 的 独 占 協 定 行 為 を 構 成

するか否かの認定に影響を与えない。

3 9 . 競 争 排 除 ・ 制 限 効 果 を 有 す る か 、 有 し 得 る

事 業 者集中に対する司法審査基準

【事件番号】（2024）京73行初5180号

【裁判要旨】

競 争 排 除・ 制 限 効 果を有 す る か 、有 し得 る 事

業 者 集 中 に 対 し て 、 禁 止 を 優 先 的 な 救 済 手 段

と せ ず 、 事 件 の 具 体 的 な 状 況 に 基 づ い て 総 合

的 に 評 価 し た 上 で 、 処 理 決 定 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。 集 中 に 参 加 す る 事 業 者 が 制 限 条 件

付 き の 承 諾 案 を 提 案 し た 場 合 、 当 該 案 が 有 効

性 、 実 現 可 能 性 、 適 時 性 を 備 え て い る か 否 か

を 評 価 し た 上 で 、 当 該 案 が 競 争 に 及 ぼ す 集 中

の 悪 影 響 を効 果 的 に 軽 減 で き る か 否 か を 判断

しなければならない。

五 . 植 物新品種事件の裁判

4 0 . 品 種 の 同 一 性 に 関 す る 立 証 義 務 と 鑑 定 方

法 の 審査

【事件番号】（2022）最高法知民終1362号

【裁判要旨】

① 認 可 品種 と 被 疑 侵害 品 種 の 同一 性 に つ い

て 鑑 定 ま た は 検 査 を 行 う 場 合 、 品 種 権 者 は 、

鑑定または検査に用いられる被疑侵害品種の

の 試 験 サ ンプ ル お よ び 認 可 品 種 の対 照 サ ン プ

ル に つ い て 、 最 大 限 の 努 力 と 勤 勉 を も っ て 立

証 責 任 を 果 た し 、 合 理 的 な 注 意 義 務 を 尽 く し 、

出 所 が 明 確 で 保 存 が 規 範 的 で あ り 、 検 査 へ の

提 出 過 程 が 真 実 か つ 信 頼 で き 、 鑑 定 ま た は 検

査 の 要 求 を 満 た す こ と を 確 保 し な け れ ば な ら

ない。

② 植 物 新 品 種 権 侵 害 紛 争 事 件 に お い て 、 品

種の 同一性鑑定におけ る分子マーカー手法が

科 学 的 か つ 信 頼 性 が あ る か 否 か に つ い て 、 人

民 法 院 は 審 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 特 定

の植物品種の分子マーカー検査法について国

家 標 準 ま た は 業 界 標 準 が 未 確 立 の 場 合 、 対

応 す る 資 格 を 有 す る 鑑定 機 関 お よび 鑑 定 人 は、

他 の 関 連 す る 国 家 標 準 、 業 界 標 準 を 参 照 ・ 適

用 し て 鑑 定 意 見 を 作 成 す る 。 そ の 鑑 定 方 法 が

異 な る 品 種 を 科 学 的 か つ 正 確 に 区 別 で き 、 十

分 な 科 学 的 根 拠 と 再 現 性 を 有 す る 場 合 、 当 該

鑑 定 意 見 は 被 疑 侵 害 物 と 認 可 品 種の 特 徴 ・ 特

性 が同一であるか否かを認定 する証 拠の一 つ

として採用できる。

六 . 集 積回路のレイアウト設計事件の審判

4 1 . レ イ ア ウ ト 設 計 の 保 護 対 象 お よ び 商 業 利

用 投 入の認定

【事件番号】（2022）最高法知民終2133号

【裁判要旨】

① レ イ ア ウ ト 設 計 図 に 能 動 素 子 が 含 ま れ て

い な く と も 、 能 動 素 子 と 回 路 の 三 次 元 的 な 配

置 関 係を 示して お り 、 そ れ に よ り 能動 素 子と の

イ ン タ ー フ ェ ー ス を 明 確 に で き 、 か つ 他 の 標 準

化 さ れ た 素 子 を 使 用 す る こ と で 対 応 す る 回 路

機 能 を 実 現 で き る 場 合 、 当 該 レ イ ア ウ ト 設 計

は「少なくとも一つが能動素子である2 つ以上
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の 素 子 と 、一 部 ま た は 全 部 の 相 互 接 続 回 路 か

ら な る 三 次 元 的 な 配 置 」 に 該 当 し 、 レ イ ア ウ ト

設計専用権の保護対象となる。

② レ イ ア ウ ト 設 計 が 完 成 し た 後 、 そ の 性 能 を

検 査 ・ 検 証 す る た め に テ ー プ ア ウ ト を 行 う こ と

が 確 か に 必 要 で あ る が 、 委 託 製 造 さ れ た 当 該

レ イ ア ウ ト 設 計 を 含 む チ ッ プ の 回 数 と 数 量 が

テ ー プ ア ウ ト に 必 要 な 範 囲 を 明 ら か に 超 え る

場 合 、 反 証 が な い 限 り 、 権 利 者 に よ る 当 該 レ

イ ア ウ ト 設 計 が 商 業 利 用 に 投 入 さ れ て い な い

との主張は支持されない。

七 . 知 的財産権訴訟手続き と 証拠

4 2 . 管轄移送は応訴管轄の制限を 受ける

【事件番号】（2024）最高法民轄152号

【裁判要旨】

管 轄 級 別 と 専 属 管 轄 に 違 反 す る 場 合 を 除 き 、

当 事 者 が 管 轄 異 議 を 申 し 立 て ず 、 応 訴 し て 答

弁 し た 場 合 、 訴 訟 を 受 け た 裁 判 所 が 管 轄 権 を

有 し な い と 判 断 し た と し て も 、 移 送 し て は な ら

ない。

4 3 . 反訴訟（執行）差止命令の発令条件

【 事 件 番 号 】 （ 2 024 ） 最 高 法 知 民 終 9 14 、 91 5

号

【裁判要旨】

標 準実施者 が、標準必 須特許 の権 利者が 中

国 の 裁 判 所 で 提 起 し た 特 許 権 侵 害 訴 訟 に 対

応 し て 、 外 国 の 裁 判 所 に 訴 訟 （ 執 行 ） 差 止 命

令 を 請 求 し た 場 合 、 標 準 必 須 特 許 の 権 利 者 が

こ れ に 関 連 し て 特 許 権 侵 害 訴 訟 を 審 理 す る 中

国の裁判所に対し、反訴訟（執行）差止命令を

請 求 し た 後 、 人 民 法 院 が 予 備 審 査 を 経 て 、 標

準 必 須 特 許 の 権 利 者 が ラ イ セ ン ス 交 渉 に お い

て公平・合理的・非差別的なライセンス供与

の 約 束 を 履 行 し 、 一 方 で 標 準 実 施 者 が ラ イ セ

ン ス 交 渉 過 程 に お い て 明 ら か な 過 失 が あ り 、

標 準 必 須 特 許 の 権 利 者 が 中 国 の 裁 判 所 に お

い て 事 件 審 理 の 推 進 と 判 決 の 執 行 と い う 正 当

な 手 続 き 上 の 権 利 を 行 使 す る こ と を 不 当 に 妨

害 す る意図があったと認められ ると きは 、標準

必 須 特 許 の 権 利 者 が 提 出 し た 反 訴 訟 （ 執 行 ）

差 止 命 令 の 請 求 は 、 法 律 に 従 っ て 許 可 す る こ

とができる。

出 典 ： 最 高 人 民 法 院
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清明節 4月4日（土曜日）から6日（月曜日）の3連休

労働節
5月1日（金曜日）から5日（火曜日）までの5連休
5月9日（土曜日）は振替出勤日

端午節 6月19日（金曜日）から21日（日曜日）までの3連休

中秋節
9月25日（金曜日）から27日（日曜日）までの3連休
9月20日（日曜日は振替出勤日

国慶節
10月1日（木曜日）から7日（水曜日）までの7連休
10月10日（土曜日）は振替出勤日

元旦 1月1日（木）

春節（旧正月） 2月17日（火）～19日（木）

聖金曜日・耶穌受難
節

4月3日（金）～4日（土）

清明節 4月5日（日）（6日は振替休日）

イースター・マンデー 4月6日（月）（7日は振替休日）

労働節 5月1日（金）

仏誕節 5月24日（日）（25日は振替休日）

端午節 6月19日（金）

香港特別行政区設立
記念日

7月1日（水）

中秋節の翌日 9月26日（土）

国慶節 10月1日（木）

重陽節 10月18日（日）（19日は振替休日）

クリスマス 12月25日（金）

クリスマスの次の平日 12月26日（土）

中 国 商 標 形 式 審 査 基 準 を
強 化

最 近 、 国 家 知 識 産 権 局 （ CN IPA ） は 商 標 出

願 に 関 わ る委 任 状 、 商標 出 願 人ま た は 登 録 者

の 主 体 資 格 書 類 に 対 す る 審 査 を 従来 よ り 一 層

厳格にした。具体的には以下の通りである。

1 . 委 任 状 に お い て 、 署 名 者 の 氏 名 が 審 査 官

に 明 確 に 識 別 で き な い 場 合 、 商 標 局 は 出 願 人

に 対 し て 補 正 を 求 め 、 署 名 者 が 明 確 に 記 入 し

た 署 名 入 り の 委 任 状 を 再 提 出 す る よ う 求 め る 。

海 外 の 商 標 出 願 人 ま た は 登 録 者 の 場 合 、 特

に 注 意 が 必 要 で あ る 。 商 標 局 の 新 た な 要 求 に

対 応 す る た め 、 海 外 の 出 願 人 に は 、 署 名 す る

際 に 署 名 者 の 氏 名 を 署 名 の 隣 に は っ き り と 印

字 す る こ と を 推 奨 す る 。 こ れ に よ り 、 審 査 官 が

照合を行いやすくなる。

2 .委任状に署名日を記入するよう要求する。

3 . 国 内 の 出 願 人 ま た は 登 録 者 よ り 提 出 さ れ

た 会 社 営 業 許 可 証 の 写 し に 社 印 を 押 印 す る よ

う要求する。

2 0 2 6 年 の 中 国 本 土 ・ 香 港 ・
マ カ オ ・ 台 湾 の 祝 日

中 国 国 家 知 識 産 権 局 、 香 港 知 識 産 権 署 、 マ

カ オ 特 別 行 政 区 経 済 ・ 科 学 技 術 発 展 局 、 台 湾

経 済 部 智 慧 財 産 局 の 2 026 年 の 祝 日 を 下 記 に

まとめましたので ご 案内い た しま す。案件の期

限管理にお役に立てれば幸いです。

中 国 本土

元旦
1月1日（木曜日）から3日（土曜日）までの3連休
1月4日（日曜日）は振替出勤日

春節
2月15日（日曜日）から23日（月曜日）までの9連休
2月14日（土曜日）と2月28日（土曜日）は振替出勤日



中 国 マ カ オ

中 国 台湾

35

実務動向

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌

2 0 2 5 年 1 2 月 | 季 刊

元旦 1月1日（木）

春節（旧正月） 2月17日（火）～19日（木）

耶穌受難節 4月3日（金）

復活祭前日 4月4日（土）

清明節 4月5日（日）

労働節 5月1日（金）

仏誕節 5月24日（日）

端午節 6月19日（金）

中秋節の翌日 9月26日（土）

国慶節 10月1日（木）2日（金）

中秋節翌日 10月7日（火）

重陽節 10月18日（日）

追思節 11月2日（月）

聖母マリア祭 12月8日（火）

マカオ特別行
政区設立記念
日

12月20日（日）

冬至 12月22日（火）

クリスマス前日 12月24日（木）

クリスマス 12月25日（金）

公務員の勤務免除日

旧歴の大晦日 2月16日 （月）（午後休み）

大晦日 12月31日（木）（午後休み）

公務員の振替休日

復活祭前日の振替休日 4月6日（月）

清明節の振替休日 4月7日（火）

仏誕節の振替休日 5月25日（月）

中秋節翌日の振替休日 9月28日（月）

重陽節の振替休日 10月19日（月）

マカオ特別行政区設立記
念日の振替休日

12月21日（月）

1月1日（木）

2月16 日（月）～20日（金）

2月27日（金）

4月3日（金）

4月6日（月）

5月1日（金）

6月19日（金）

9月25日（金）

9月28日（月）

10月9日（金）

10月26日（月）

12月25日（金）



P a n a w e l l 、 2 0 2 5 年 F I C P I
世 界 大 会 に 参 加

2025年10月12日から17日にかけて、F ICP I

（ 国 際 弁 理 士 連 盟 ） 世 界 大 会 が イ タ リ ア ・ ナ ポ

リ で 開 催 さ れ た 。 当 社 か ら は 、 知 的 財 産 分 野

を 担 当 す る シ ニ ア 弁 護 士 の 楊 文 泉 氏 と 王 勇 氏

が出席した。

楊 弁 護 士 と 王 弁 護 士 は 、 会 期 中 の 多 様 な 交

流 活 動 に 積 極 的 に 参 加 し 、 世 界 各 国 か ら の 弁

理 士 と 友 好 か つ 深 み の あ る 意 見 交 換 を 行 っ た 。

ま た 、 実 務 現 場 の 専 門 的 な 知 見 と 成 功 事 例 を

共 有 す る と と も に 、 当 社 の 知 的 財 産 分 野 に お

け る 包 括 的 か つ 専 門 的 な ワ ン ス ト ッ プ 式 の 法

律サービスについて紹介した。

F ICP I は 、 独 立 し た 国 際 非 政 府 組 織 で あ り 、

民 間 で 活 動 す る 弁 理 士 で 構 成 さ れ て い る 。 そ

の目的は、世界の知的財産分野における最高

の 専 門 基 準 を 向 上 さ せ 、 会 員 間 の 国 際 協 力 と

交 流 を 強 化 す る と と も に 、 知 的 財 産 分 野 に 影

響 を 与 え る 国 際 的 な 法 律 や 政 策 の 策 定 に 対 し

て 専 門 的 か つ 独 立 し た 意 見 を 発 信 す る こ と に

ある。
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